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Ⅵ-1．検疫関係基礎資料 

（関係法令、我が国の検疫関係基礎データ） 



昭和二十六年法律第二百一号

検疫法

目次

第一章　総則（第一条―第三条）

第二章　検疫（第四条―第二十三条の二）

第三章　検疫所長の行うその他の衛生業務（第二十四条―第二十七条の二）

第四章　雑則（第二十八条―第四十一条）

附則

第一章　総則

（目的）

第一条　この法律は、国内に常在しない感染症の病原体が船舶又は航空機を介して国内に侵入することを防止するとともに、船舶又は航空

機に関してその他の感染症の予防に必要な措置を講ずることを目的とする。

（検疫感染症）

第二条　この法律において「検疫感染症」とは、次に掲げる感染症をいう。

一　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百十四号）に規定する一類感染症

二　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新型インフルエンザ等感染症

三　前二号に掲げるもののほか、国内に常在しない感染症のうちその病原体が国内に侵入することを防止するためその病原体の有無に関

する検査が必要なものとして政令で定めるもの

（疑似症及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用）

第二条の二　前条第一号に掲げる感染症の疑似症を呈している者については、同号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用す

る。

２　前条第二号に掲げる感染症の疑似症を呈している者であつて当該感染症の病原体に感染したおそれのあるものについては、同号に掲げ

る感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

３　前条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体を保有している者であつて当該感染症の症状を呈していないものについては、それぞれ

同条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者とみなして、この法律を適用する。

（検疫港等）

第三条　この法律において「検疫港」又は「検疫飛行場」とは、それぞれ政令で定める港又は飛行場をいう。

第二章　検疫

（入港等の禁止）

第四条　次に掲げる船舶又は航空機（以下それぞれ「外国から来航した船舶」又は「外国から来航した航空機」という。）の長（長に代つ

てその職務を行う者を含む。以下同じ。）は、検疫済証又は仮検疫済証の交付（第十七条第二項の通知を含む。第九条を除き、以下同

じ。）を受けた後でなければ、当該船舶を国内（本州、北海道、四国及び九州並びに厚生労働省令で定めるこれらに附属する島の区域内

をいう。以下同じ。）の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所（港の水面を含む。）に着陸させ、若しくは着水させて

はならない。ただし、外国から来航した船舶の長が、検疫を受けるため当該船舶を第八条第一項に規定する検疫区域若しくは同条第三項

の規定により指示された場所に入れる場合若しくは次条ただし書第一号の確認を受けた者の上陸若しくは同号の確認を受けた物若しくは

第十三条の二の指示に係る貨物の陸揚のため当該船舶を港（第八条第一項に規定する検疫区域又は同条第三項の規定により指示された場

所を除く。）に入れる場合又は外国から来航した航空機の長が、検疫所長（検疫所の支所又は出張所の長を含む。以下同じ。）の許可を受

けて当該航空機を着陸させ、若しくは着水させる場合は、この限りでない。

一　外国を発航し、又は外国に寄航して来航した船舶又は航空機

二　航行中に、外国を発航し又は外国に寄航した他の船舶又は航空機（検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けている船舶又は航空機を除

く。）から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶又は航空機

（交通等の制限）

第五条　外国から来航した船舶又は外国から来航した航空機（以下「船舶等」という。）については、その長が検疫済証又は仮検疫済証の

交付を受けた後でなければ、何人も、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げし、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指

定する場所から離れ、若しくは物を運び出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一　検疫感染症の病原体に汚染していないことが明らかである旨の検疫所長の確認を受けて、当該船舶から上陸し、若しくは物を陸揚げ

し、又は当該航空機及び検疫飛行場ごとに検疫所長が指定する場所から離れ、若しくは物を運び出すとき。

二　第十三条の二の指示に従つて、当該貨物を陸揚げし、又は運び出すとき。

三　緊急やむを得ないと認められる場合において、検疫所長の許可を受けたとき。

（検疫前の通報）

第六条　検疫を受けようとする船舶等の長は、当該船舶等が検疫港又は検疫飛行場に近づいたときは、適宜の方法で、当該検疫港又は検疫

飛行場に置かれている検疫所（検疫所の支所及び出張所を含む。以下同じ。）の長に、検疫感染症の患者又は死者の有無その他厚生労働

省令で定める事項を通報しなければならない。

第七条　削除

（検疫区域）

第八条　船舶の長は、第十七条第二項の通知を受けた場合を除くほか、検疫を受けようとするときは、当該船舶を検疫区域に入れなければ

ならない。

２　外国から来航した航空機の長は、当該航空機を最初に検疫飛行場に着陸させ、又は着水させたときは、直ちに、当該航空機を検疫区域

に入れなければならない。

３　前二項の場合において、天候その他の理由により、検疫所長が、当該船舶等を検疫区域以外の場所に入れるべきことを指示したとき

は、船舶等の長は、その指示に従わなければならない。

４　第一項及び第二項の検疫区域は、厚生労働大臣が、国土交通大臣と協議して、検疫港又は検疫飛行場ごとに一以上を定め、告示する。

（検疫信号）

第九条　船舶の長は、検疫を受けるため当該船舶を検疫区域又は前条第三項の規定により指示された場所に入れた時から、検疫済証又は仮

検疫済証の交付を受けるまでの間、厚生労働省令の定めるところにより、当該船舶に検疫信号を掲げなければならない。船舶が港内に停

泊中に、第十九条第一項の規定により仮検疫済証が失効し、又は同条第二項の規定により仮検疫済証が失効した旨の通知を受けた場合に

1

【参考】関係法令

98



おいて、その失効又は失効の通知の時から、当該船舶を港外に退去させ、又は更に検疫済証若しくは仮検疫済証の交付を受けるまでの間

も、同様とする。

（検疫の開始）

第十条　船舶等が検疫区域又は第八条第三項の規定により指示された場所に入つたときは、検疫所長は、荒天の場合その他やむを得ない事

由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた船舶については、日出まで検疫を開始しない

ことができる。

（書類の提出及び呈示）

第十一条　検疫を受けるに当つては、船舶等の長は、検疫所長に船舶等の名称又は登録番号、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定

める事項を記載した明告書を提出しなければならない。但し、仮検疫済証の失効後に受ける検疫にあつては、検疫所長から求められた場

合に限る。

２　検疫所長は、船舶等の長に対して、第一号から第三号までに掲げる書類の提出並びに第四号及び第五号に掲げる書類の呈示を求めるこ

とができる。

一　乗組員名簿

二　乗客名簿

三　積荷目録

四　航海日誌又は航空日誌

五　その他検疫のために必要な書類

（質問）

第十二条　検疫所長は、船舶等に乗つて来た者及び水先人その他船舶等が来航した後これに乗り込んだ者に対して、必要な質問を行い、又

は検疫官をしてこれを行わせることができる。

（診察及び検査）

第十三条　検疫所長は、検疫感染症につき、前条に規定する者に対する診察及び船舶等に対する病原体の有無に関する検査を行い、又は検

疫官をしてこれを行わせることができる。

２　検疫所長は、前項の検査について必要があると認めるときは、死体の解剖を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。こ

の場合において、その死因を明らかにするため解剖を行う必要があり、かつ、その遺族の所在が不明であるか、又は遺族が遠隔の地に居

住する等の理由により遺族の諾否が判明するのを待つていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかであるときは、遺族

の承諾を受けることを要しない。

（陸揚等の指示）

第十三条の二　検疫所長は、船舶等に積載された貨物について当該船舶等において前条第一項の検査を行なうことが困難であると認めると

きは、同項の検査を行なうため、当該船舶等の長に対して、当該貨物を検疫所長の指示する場所に陸揚し、又は運び出すべき旨を指示す

ることができる。

（汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等についての措置）

第十四条　検疫所長は、検疫感染症が流行している地域を発航し、又はその地域に寄航して来航した船舶等、航行中に検疫感染症の患者又

は死者があつた船舶等、検疫感染症の患者若しくはその死体、又はペスト菌を保有し、若しくは保有しているおそれのあるねずみ族が発

見された船舶等、その他検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したおそれのある船舶等について、合理的に必要と判断される限度にお

いて、次に掲げる措置の全部又は一部をとることができる。

一　第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者を隔離し、又は検疫官をして隔離させること。

二　第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者を停留し、又は検疫官をして停留させること（外国に当

該各号に掲げる感染症が発生し、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときに

限る。）。

三　第二条第二号に掲げる感染症の患者又は当該感染症の病原体に感染したおそれのある者に対し、当該感染症の感染の防止に必要な報

告又は協力を求めること。

四　検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所を消毒し、若しくは検疫官をして消毒させ、又はこれ

らの物であつて消毒により難いものの廃棄を命ずること。

五　墓地、埋葬等に関する法律（昭和二十三年法律第四十八号）の定めるところに従い、検疫感染症の病原体に汚染し、又は汚染したお

それのある死体（死胎を含む。）の火葬を行うこと。

六　検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれのある物若しくは場所の使用を禁止し、若しくは制限し、又はこれらの物の

移動を禁止すること。

七　検疫官その他適当と認める者をして、ねずみ族又は虫類の駆除を行わせること。

八　必要と認める者に対して予防接種を行い、又は検疫官をしてこれを行わせること。

２　検疫所長は、前項第一号から第四号まで又は第七号に掲げる措置をとる必要がある場合において、当該検疫所の設備の不足等のため、

これに応ずることができないと認めるときは、当該船舶等の長に対し、その理由を示して他の検疫港又は検疫飛行場に回航すべき旨を指

示することができる。

（隔離）

第十五条　前条第一項第一号に規定する隔離は、次の各号に掲げる感染症ごとに、それぞれ当該各号に掲げる医療機関に入院を委託して行

う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該各号に掲げる医療機関以外の病院又は診療所であつて検疫所長が適当と認

めるものにその入院を委託して行うことができる。

一　第二条第一号に掲げる感染症　特定感染症指定医療機関（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定

感染症指定医療機関をいう。以下同じ。）又は第一種感染症指定医療機関（同法に規定する第一種感染症指定医療機関をいう。以下同

じ。）

二　第二条第二号に掲げる感染症　特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関又は第二種感染症指定医療機関（感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する第二種感染症指定医療機関をいう。以下同じ。）

２　検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当該感染症の病原体を保有

していないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。

３　第一項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、前条第一項第一号の規定により隔離されている第二条第一号又は第二号に掲げる感

染症の患者について、当該感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。
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４　前条第一項第一号の規定により隔離されている者又はその保護者（親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。）は、検疫所長に対し、

当該隔離されている者の隔離を解くことを求めることができる。

５　検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている第二条第一号又は第二号に掲げる感染症の患者について、当

該感染症の病原体を保有しているかどうかの確認をしなければならない。

（停留）

第十六条　第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第一号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を

定めて、特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると

きは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であつて検疫所長が適当と認めるものにそ

の入院を委託し、又は船舶の長の同意を得て、船舶内に収容して行うことができる。

２　第十四条第一項第二号に規定する停留は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、期間を定め

て、特定感染症指定医療機関、第一種感染症指定医療機関若しくは第二種感染症指定医療機関若しくはこれら以外の病院若しくは診療所

であつて検疫所長が適当と認めるものに入院を委託し、又は宿泊施設（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十

四条の三第二項に規定する宿泊施設をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。）の管理者の同意を得て宿泊施設内に収容し、若

しくは船舶の長の同意を得て船舶内に収容して行うことができる。

３　前二項の期間は、第二条第一号に掲げる感染症のうちペストについては百四十四時間を超えてはならず、ペスト以外の同号又は同条第

二号に掲げる感染症については五百四時間を超えない期間であつて当該感染症ごとにそれぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間を

超えてはならない。

４　検疫所長は、第一項又は第二項の措置をとつた場合において、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有

していないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。

５　第一項又は第二項の委託を受けた病院又は診療所の管理者は、第十四条第一項第二号の規定により停留されている者について、当該停

留に係る感染症の病原体を保有していないことを確認したときは、検疫所長にその旨を通知しなければならない。

６　第十四条第一項第二号の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを

求めることができる。

７　検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、当該停留に係る感染症の病原体を保有している

かどうかの確認をしなければならない。

（感染を防止するための報告又は協力）

第十六条の二　第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の患者については、厚生労働省令で定めるところ

により、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は宿

泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。

２　第十四条第一項第三号の規定による求めは、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者については、厚生労働省

令で定めるところにより、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しな

いことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求めることにより行う。

３　第一項の規定により報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならず、前二項の規定により協力を求

められた者は、これに応ずるよう努めなければならない。

４　第一項の規定による協力の求めに応じない患者に対する第十五条第一項の規定の適用については、同項中「委託して行う。」とあるの

は「委託し、又は宿泊施設（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十四条の三第二項に規定する宿泊施設をい

う。第二号において同じ。）の管理者の同意を得て当該宿泊施設内に収容して行う。」と、同項第二号中「又は」とあるのは「若しくは」

と、「同じ。）」とあるのは「同じ。）又は宿泊施設」とする。

（審査請求の特例）

第十六条の三　第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えるもの又はその保護者は、当

該隔離について文書又は口頭により、厚生労働大臣に審査請求をすることができる。

２　厚生労働大臣は、前項の審査請求があつたときは、当該審査請求があつた日から起算して五日以内に、当該審査請求に対する裁決をし

なければならない。

３　第十四条第一項第一号の規定により隔離されている者であつて当該隔離の期間が三十日を超えないもの又はその保護者が、厚生労働大

臣に審査請求をしたときは、厚生労働大臣は、当該審査請求に係る隔離されている者が同号の規定により隔離された日から起算して三十

五日以内に、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

４　厚生労働大臣は、第二項の裁決又は前項の裁決（隔離の期間が三十日を超える者に係るものに限る。）をしようとするときは、あらか

じめ、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。）で政令で定めるものの意見を聴かな

ければならない。

５　第三項の審査請求（隔離の期間が三十日を超えない者に係るものに限る。）については、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八

号）第二章第四節の規定は、適用しない。

（検疫済証の交付）

第十七条　検疫所長は、当該船舶等を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、当該船舶等の長に対し

て、検疫済証を交付しなければならない。

２　検疫所長は、船舶の長が第六条の通報をした上厚生労働省令で定めるところにより厚生労働省令で定める事項を通報した場合におい

て、これらの通報により、当該船舶を介して、検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがないと認めたときは、あらかじめ、当該船

舶の長に対して、検疫済証を交付する旨の通知をしなければならない。

（仮検疫済証の交付）

第十八条　検疫所長は、検疫済証を交付することができない場合においても、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するお

それがほとんどないと認めたときは、当該船舶等の長に対して、一定の期間を定めて、仮検疫済証を交付することができる。

２　前項の場合において、検疫所長は、検疫感染症（第二条第二号に掲げる感染症を除く。）の病原体に感染したおそれのある者で停留さ

れないものに対し、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号）第二条第五号に規定する旅券の提示を求め、当該者の

国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定める事項について報告を求め、同項の規定により定めた

期間内において当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、若しくは質問を行い、又は検疫官をしてこれらを行わせることがで

きる。

３　検疫所長は、前項の規定による報告又は質問の結果、健康状態に異状を生じた者を確認したときは、当該者に対し、保健所その他の医

療機関において診察を受けるべき旨その他検疫感染症の予防上必要な事項を指示するとともに、当該者の居所の所在地を管轄する都道府
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県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。第五項及び第二十六条の三において同じ。）に当該指示した

事項その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

４　第一項の場合において、検疫所長は、第二条第二号に掲げる感染症の病原体に感染したおそれのある者で停留されないものに対し、第

二項に規定する旅券の提示を求め、若しくは当該者の国内における居所、連絡先及び氏名並びに旅行の日程その他の厚生労働省令で定め

る事項について報告を求め、又は検疫官をしてこれらを求めさせることができる。

５　検疫所長は、前項の規定により報告された事項を同項に規定する者の居所の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならな

い。

（仮検疫済証の失効）

第十九条　仮検疫済証の交付を受けた船舶等に、前条第一項の規定により定められた期間内に、検疫感染症の患者又は検疫感染症による死

者が発生したときは、当該仮検疫済証は、その効力を失う。この場合においては、当該船舶等の長は、直ちに、その旨を最寄りの検疫所

長に通報しなければならない。

２　仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該船舶等について更に第十四条第一項各号に掲げる措置をとる必要があると認めたときは、前条

第一項の規定により定めた期間内に限り、当該仮検疫済証の効力を失わしめることができる。この場合においては、当該検疫所長は、直

ちに、その旨を当該船舶等の長に通知しなければならない。

３　前二項の規定により仮検疫済証が失効した場合において、当該船舶が港内に停泊中であり、又は当該航空機が国内の場所（港の水面を

含む。）に停止中であるときは、第一項の通報を受けた検疫所長又は当該仮検疫済証を交付した検疫所長は、当該船舶等の長に対し、当

該船舶等を検疫区域若しくはその指示する場所に入れ、又は当該船舶を港外に退去させ、若しくは当該航空機をその場所から離陸させ、

若しくは離水させるべき旨を命ずることができる。

（証明書の交付）

第二十条　検疫所長は、第十四条第一項各号の一に掲げる措置又は同条第二項の指示をした場合において、当該船舶等の長その他の関係者

から求められたときは、その旨の証明書を交付しなければならない。

（検疫港以外の港における検疫）

第二十一条　次に掲げる要件のすべてを満たしている船舶の長は、第四条の規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外

の港に入れることができる。ただし、あらかじめその港の最寄りの検疫所の長の許可を受けた場合に限る。

一　検疫感染症が現に流行し、又は流行するおそれのある地域として厚生労働省令で指定する外国の地域を発航し、又はその地域に寄航

して来航したものでないこと。

二　航行中に、前号に規定する外国の地域を発航し又はその地域に寄航した他の船舶又は航空機（検疫済証又は仮検疫済証の交付を受け

ている船舶又は航空機を除く。）から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだものでないこと。

三　航行中に検疫感染症の患者が発生しなかつたこと。

四　医師又は外国の法令によりこれに相当する資格を有する者が船医として乗り組んでいること。

五　ねずみ族の駆除が十分に行われた旨又はねずみ族の駆除を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書（検疫所長又

は外国のこれに相当する機関が六箇月内に発行したものに限る。）を有すること。

２　船舶の長は、前項ただし書の許可を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項その他厚生労

働省令で定める事項を通報して申請しなければならない。

３　検疫所長は、第一項ただし書の許可の申請を受けたときは、すみやかに、許可するかどうかを決定し、これを当該船舶の長に通知しな

ければならない。

４　第一項の船舶の長は、当該船舶を検疫港以外の港に入れたときは、直ちに、当該船舶をその港の区域内の検疫所長が指示する場所に入

れなければならない。

５　第九条及び第十条の規定は、第一項の船舶が前項の規定により指示された場所に入つた場合に準用する。

６　検疫所長は、第一項の船舶が検疫感染症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認めるとき、又は当該船舶を検疫港に回

航させた上更に第十三条に規定する診察若しくは検査を行う必要があると認めるときは、当該船舶の長に対し、その理由を示して、その

港における検疫を打ち切ることができる。

７　前項の規定により検疫港以外の港における検疫が打ち切られたときは、当該船舶の長は、直ちに、当該船舶を港外に退去させなければ

ならない。

８　第二十条の規定は、検疫所長が第六項の規定により検疫を打ち切つた場合に準用する。

（第四条第二号に該当する船舶等に関する特例）

第二十二条　第四条第二号に該当する船舶又は航空機（同時に同条第一号にも該当する船舶又は航空機を除く。）の長は、当該船舶又は航

空機の性能が長距離の航行に堪えないため、又はその他の理由により、検疫港又は検疫飛行場に至ることが困難であるときは、第四条の

規定にかかわらず、検疫を受けるため、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所（港の水面を

含む。）に着陸させ、若しくは着水させることができる。

２　前項の船舶又は航空機の長は、当該船舶を検疫港以外の港に入れ、又は当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所（港の水面を含む。）

に着陸させ、若しくは着水させたときは、直ちに、最寄りの保健所長に、検疫感染症の患者の有無、第四条第二号に該当するに至つた日

時及び場所その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。ただし、当該船舶又は航空機の長が、あらかじめ、最寄りの検

疫所長にこれらの事項を通報した場合は、この限りでない。

３　前項の通報を受けた保健所長は、当該船舶又は航空機について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることができ

る。

４　第一項の船舶又は航空機については、第五条ただし書第三号に規定する許可は、保健所長もすることができる。

５　第一項の船舶又は航空機であつて、当該船舶又は航空機を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがない旨の保健所長の確

認を受けたものについては、第四条及び第五条の規定を適用しない。

６　第九条及び第十条の規定は第一項の船舶の長が第二項ただし書の通報をした後当該船舶を検疫港以外の港に入れた場合に、同条の規定

は第一項の航空機の長が第二項ただし書の通報をした後当該航空機を検疫飛行場以外の国内の場所（港の水面を含む。）に着陸させ、又

は着水させた場合に準用する。

（緊急避難）

第二十三条　検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶等を国内の港

に入れ、又は検疫飛行場以外の国内の場所（港の水面を含む。）に着陸させ、若しくは着水させた場合において、その急迫した危難が去

つたときは、直ちに、当該船舶を検疫区域若しくは検疫所長の指示する場所に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場

所から離陸させ、若しくは離水させなければならない。
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２　前項の場合において、やむを得ない理由により当該船舶を検疫区域等に入れ、若しくは港外に退去させ、又は当該航空機をその場所か

ら離陸させ、若しくは離水させることができないときは、船舶等の長は、最寄りの検疫所長、検疫所がないときは保健所長に、検疫感染

症の患者の有無、発航地名、寄航地名その他厚生労働省令で定める事項を通報しなければならない。

３　前項の通報を受けた検疫所長又は保健所長は、当該船舶等について、検査、消毒その他検疫感染症の予防上必要な措置をとることがで

きる。

４　第二項の船舶等については、第五条ただし書第三号に規定する許可は、保健所長もすることができる。

５　第二項の船舶等であつて、当該船舶等を介して検疫感染症の病原体が国内に侵入するおそれがほとんどない旨の検疫所長又は保健所長

の確認を受けたものについては、当該船舶等がその場所にとどまつている限り、第五条の規定を適用しない。

６　前四項の規定は、国内の港以外の海岸において航行不能となつた船舶等について準用する。

７　検疫済証又は仮検疫済証の交付を受けていない船舶等の長は、急迫した危難を避けるため、やむを得ず当該船舶から上陸し、若しくは

物を陸揚げし、又は当該航空機から離れ、若しくは物を運び出した者があるときは、直ちに、最寄りの保健所長又は市町村長に、検疫感

染症の患者の有無その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。

（協力の要請）

第二十三条の二　検疫所長は、当該検疫所における検疫業務を円滑に行うため必要があると認めるときは、船舶等の所有者若しくは長又は

検疫港若しくは検疫飛行場の管理者に対し、第十二条の規定による質問に関する書類の配付、検疫の手続に関する情報の提供その他必要

な協力を求めることができる。

第三章　検疫所長の行うその他の衛生業務

（応急措置）

第二十四条　検疫所長は、検疫を行うに当たり、当該船舶等内に、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項

から第五項まで及び第八項に規定する感染症で検疫感染症以外のものの患者若しくは死者を発見した場合又は当該船舶等がこれらの感染

症の病原体に汚染し、若しくは汚染したおそれがあると認めた場合において、緊急の必要があるときは、診察、消毒等その予防に必要な

応急措置を行い、又は検疫官をしてこれを行わせなければならない。

（ねずみ族の駆除）

第二十五条　検疫所長は、検疫を行うに当り、当該船舶においてねずみ族の駆除が十分に行われていないと認めたときは、当該船舶の長に

対し、ねずみ族を駆除すべき旨を命ずることができる。ただし、当該船舶の長が、ねずみ族の駆除が十分に行われた旨又はねずみ族の駆

除を行う必要がない状態にあることを確認した旨を証する証明書（検疫所長又は外国のこれに相当する機関が六箇月内に発行したものに

限る。）を呈示したときは、この限りでない。

（申請による検査等）

第二十六条　検疫所長は、船舶又は航空機の所有者又は長が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、当該船舶若しくは航空機

に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査、消毒、若しくはねずみ族若しくは虫類の駆除、その乗組員等に対する診察若しくは予

防接種、又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることが

できる。

２　検疫所長は、外国に行こうとする者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、検疫感染症に関する診察、病原体の有無に

関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、

これに応ずることができる。

３　検疫所長は、貨物を輸出しようとする者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、輸出しようとする貨物に対する検疫感

染症の病原体の有無に関する検査、消毒若しくは虫類の駆除又はこれらの事項に関する証明書の交付を求めたときは、当該検疫所におけ

る検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

（検疫感染症以外の感染症に関する診察等）

第二十六条の二　検疫所長は、外国に行こうとする者又は第十二条に規定する者が、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項から第六項まで及び第八項に規定する感染症で検疫感染症以外のも

ののうち政令で定める感染症に関する診察、病原体の有無に関する検査若しくは予防接種又はこれらの事項に関する証明書の交付を求め

たときは、当該検疫所における検疫業務に支障のない限り、これに応ずることができる。

（都道府県知事等との連携）

第二十六条の三　検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項又は前条に規定する診察の結果に基づき、当該診察を受け

た者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第二項から第五項まで、第七項又は第八項に規定する感染症の病

原体を保有していることが明らかになつた場合には、厚生労働省令で定める場合を除き、当該者の居住地（居住地がないか、又は明らか

でないときは、現在地）を管轄する都道府県知事に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

（検疫所長の行う調査及び衛生措置）

第二十七条　検疫所長は、検疫感染症及びこれに準ずる感染症で政令で定めるものの病原体を媒介する虫類の有無その他これらの感染症に

関する当該港又は飛行場の衛生状態を明らかにするため、検疫港又は検疫飛行場ごとに政令で定める区域内に限り、当該区域内にある船

舶若しくは航空機について、食品、飲料水、汚物、汚水、ねずみ族及び虫類の調査を行い、若しくは当該区域内に設けられている施設、

建築物その他の場所について、海水、汚物、汚水、ねずみ族及び虫類の調査を行い、又は検疫官をしてこれを行わせることができる。

２　検疫所長は、前項に規定する感染症が流行し、又は流行するおそれがあると認めるときは、同項の規定に基づく政令で定める区域内に

限り、当該区域内にある船舶若しくは航空機若しくは当該区域内に設けられている施設、建築物その他の場所について、ねずみ族若しく

は虫類の駆除、清掃若しくは消毒を行い、若しくは当該区域内で労働に従事する者について、健康診断若しくは虫類の駆除を行い、又は

検疫官その他適当と認める者をしてこれを行わせることができる。

３　検疫所長は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その旨を関係行政機関の長に通報しなければならない。

（情報の収集及び提供）

第二十七条の二　検疫所長は、外国に行こうとする者又は外国から来た者に対し、検疫感染症の外国における発生の状況及びその予防の方

法についての情報の提供を行い、その周知を図らなければならない。

２　検疫所長は、前項に規定する情報の提供を適確に行うために検疫感染症に関する情報の収集、整理及び分析に努めなければならない。

第四章　雑則

（検疫官）

第二十八条　この法律に規定する事務に従事させるため、厚生労働省に検疫官を置く。
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（立入権）

第二十九条　検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うため必要があるときは、船舶、航空機又は第二十七条第一項及び第

二項に規定する施設、建築物その他の場所に立ち入ることができる。

（権限の解釈）

第三十条　この法律の規定による検疫所長及び検疫官の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（制服の着用及び証票の携帯）

第三十一条　検疫所長及び検疫官は、この法律の規定による職務を行うときは、制服を着用し、且つ、その身分を示す証票を携帯し、関係

者の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

２　検疫所長及び検疫官の服制は、厚生労働大臣が定める。

（実費の徴収）

第三十二条　検疫所長は、次に掲げる場合においては、船舶等の所有者又は長から、政令で定めるところにより、その実費を徴収しなけれ

ばならない。

一　第十四条第一項第四号、第五号又は第七号に規定する措置をとつたとき。

二　船舶等の乗組員に対して第十四条第一項第一号又は第二号に規定する措置をとつたとき。

２　検疫所長は、前項の規定により実費を負担しなければならない者が、経済的事情により、その実費の全部又は一部を負担することが困

難であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を徴収しないことができる。

３　前二項の規定は、第二十二条第三項又は第二十三条第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定により、検疫所長又は

保健所長が必要な措置をとつた場合に準用する。

（費用の支弁及び負担）

第三十三条　第二十二条第三項又は第二十三条第三項（同条第六項において準用する場合を含む。）の規定により保健所長がとる措置に要

する費用は、当該保健所を設置する都道府県、市又は特別区が支弁し、国庫は、政令の定めるところにより、これを負担しなければなら

ない。

（検疫感染症以外の感染症についてのこの法律の準用）

第三十四条　外国に検疫感染症以外の感染症（次条第一項に規定する新感染症を除く。）が発生し、これについて検疫を行わなければ、そ

の病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を指定し、一年以内の

期間を限り、当該感染症について、第二条の二、第二章及びこの章（次条から第四十条までを除く。）の規定の全部又は一部を準用する

ことができる。この場合において、停留の期間については、当該感染症の潜伏期間を考慮して、当該政令で特別の規定を設けることがで

きる。

２　前項の政令で定められた期間は、当該政令で指定された感染症の種類について、当該感染症の外国及び国内における発生及びまん延の

状況その他の事情に鑑み、当該政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められ

る場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。

（新感染症に係る措置）

第三十四条の二　厚生労働大臣は、外国に新感染症（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する新感染症であつ

て同法第五十三条の規定により政令で定められる新感染症以外のものをいう。以下この条において同じ。）が発生した場合において、当

該新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、検疫所長に、当該新感染症にかかつてい

ると疑われる者に対する診察を行わせることができる。この場合において、検疫所長は、検疫官をして当該診察を行わせることができ

る。

２　検疫所長は、第十三条第一項、第二十四条、第二十六条第一項、第二十六条の二又は前項に規定する診察において、新感染症の所見が

ある者を診断したときは、直ちに、厚生労働大臣に当該所見がある者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を報告しなけ

ればならない。

３　検疫所長は、前項の報告をした場合には、厚生労働大臣の指示に従い、当該新感染症を第二条第一号（第十八条第四項及び第五項に規

定する事務にあつては、第二条第二号）に掲げる感染症とみなして、第十三条、第十三条の二、第十四条第一項第一号、第二号及び第四

号から第七号まで、第十七条、第十八条、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条に規定する事務の全部又は一部を実施することがで

きる。

４　前項の規定により仮検疫済証を交付した船舶等については、当該新感染症について第十九条第一項の規定を準用する。

５　厚生労働大臣は、第三項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければなら

ない。

（新感染症に係る隔離）

第三十四条の三　前条第三項の規定により検疫所長が実施する第十四条第一項第一号に規定する隔離は、特定感染症指定医療機関に入院を

委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫所長が適当と

認めるものにその入院を委託して行うことができる。

２　検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、当該隔離に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれが

ないことが確認されたときは、直ちに、当該隔離されている者の隔離を解かなければならない。

３　第一項の委託を受けた病院の管理者は、前条第三項の規定により隔離されている者について、検疫所長に当該隔離に係る新感染症を公

衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。

４　前条第三項の規定により隔離されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該隔離されている者の隔離を解くことを求めること

ができる。

５　検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該隔離されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、当該隔離に係る新

感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。

６　厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなけ

ればならない。

（新感染症に係る停留）

第三十四条の四　第三十四条の二第三項の規定により検疫所長が実施する第十四条第一項第二号に規定する停留は、特定感染症指定医療機

関に入院を委託して行う。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であつて当該検疫所

長が適当と認めるものにその入院を委託して行うことができる。

２　検疫所長は、前項の措置をとつた場合において、厚生労働大臣の指示に従い、当該停留に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれが

ないことが確認されたときは、直ちに、当該停留されている者の停留を解かなければならない。

6

103



３　第一項の委託を受けた病院の管理者は、第三十四条の二第三項の規定により停留されている者について、検疫所長に当該停留に係る新

感染症を公衆にまん延させるおそれがない旨の意見を述べることができる。

４　第三十四条の二第三項の規定により停留されている者又はその保護者は、検疫所長に対し、当該停留されている者の停留を解くことを

求めることができる。

５　検疫所長は、前項の規定による求めがあつたときは、当該停留されている者について、厚生労働大臣の指示に従い、当該停留に係る新

感染症を公衆にまん延させるおそれがないかどうかの確認をしなければならない。

６　厚生労働大臣は、第二項又は前項の規定により検疫所長に指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなけ

ればならない。

（事務の区分）

第三十四条の五　第二十二条第二項から第五項まで、第二十三条第二項から第五項まで（同条第六項においてこれらの規定を準用する場合

を含む。）及び第七項並びに第二十六条の三の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、

地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

２　第二十三条第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託

事務とする。

（経過措置）

第三十四条の六　この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必

要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。

（罰則）

第三十五条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一　第五条の規定に違反したとき。

二　隔離又は停留の処分を受け、その処分の継続中に逃げたとき。

第三十六条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一　第十一条第一項の規定に違反して明告書を提出せず、又は虚偽の事実を記載した明告書を提出したとき。

二　第十一条第二項の規定により、書類の提出又は呈示を求められて、これを提出せず、若しくは呈示せず、又は虚偽の事実を記載した

これらの書類を提出し、若しくは呈示したとき。

三　第十二条の規定による質問に対し、答弁をせず、又は虚偽の答弁をしたとき。

四　第十三条の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察（第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。）又は検査（同

項の規定により実施される場合を含む。）を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

五　第十四条第一項第一号、第二号、第四号、第七号又は第八号の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置（第三十四条の二第三項の

規定により実施される場合を含む。）を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

六　第十四条第一項第六号の処分（第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。）に違反したとき。

七　第十八条第二項の規定による旅券の提示（第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。）をせず、又は報告（同項の

規定により実施される場合を含む。）をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは質問（同項の規定により実施される場合を含む。）に

対し、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

八　第十八条第四項の規定による旅券の提示（第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。）をせず、又は報告（同項の

規定により実施される場合を含む。）をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

九　第二十四条の規定により検疫所長又は検疫官が行う措置を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十　第二十九条の規定による検疫所長又は検疫官の立入りを拒み、妨げ、又は忌避したとき。

十一　第三十四条の二第一項の規定により検疫所長又は検疫官が行う診察を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第三十七条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一　第四条の規定に違反したとき。

二　第十九条第一項（第三十四条の二第四項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

三　第十九条第三項の規定に基づく命令（第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。）に違反したとき。

四　第二十一条第一項ただし書の許可を申請するに際し、同項各号に掲げる事項に関し虚偽の通報をしてその許可を受けたとき。

五　第二十一条第七項の規定に違反したとき。

六　第二十二条第二項の規定に違反したとき。

七　第二十三条第一項若しくは第二項（同条第六項において準用する場合を含む。）又は同条第七項の規定に違反したとき。

第三十八条　次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一　第九条（第二十一条第五項及び第二十二条第六項において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。

二　第二十五条の規定に基づく命令に違反したとき。

第三十九条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第三十五条から前条

までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第四十条　第三十四条第一項の場合（同条第二項の政令により、同条第一項の政令で定められた期間が延長される場合を含む。）において

は、当該政令で準用する規定に係る前五条の罰則の規定もまた、準用されるものとする。

（省令委任）

第四十一条　この法律で政令に委任するものを除く外、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、厚生労働省令

で定める。

附　則　抄

（施行期日）

１　この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

（海港検疫法の廃止）

２　海港検疫法（明治三十二年法律第十九号）は、廃止する。

附　則　（昭和三一年四月一一日法律第六六号）　抄

（施行期日）

１　この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附　則　（昭和三七年九月一五日法律第一六一号）　抄

１　この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
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２　この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行

前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定

によつて生じた効力を妨げない。

３　この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て（以下「訴願等」という。）については、この法

律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分（以下「裁決等」という。）又はこの

法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

４　前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同

法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

５　第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法に

よる不服申立てをすることができない。

６　この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提

起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起

算する。

８　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

９　前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（昭和四五年五月一六日法律第五九号）

１　この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

２　この法律の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成六年七月一日法律第八四号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（その他の処分、申請等に係る経過措置）

第十三条　この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前に改正前

のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行

の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」という。）

に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそ

れぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりさ

れた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第十四条　この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第十五条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附　則　（平成八年六月二六日法律第一〇七号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第五条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（政令への委任）

第十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成一〇年一〇月二日法律第一一五号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の検疫法（以下この条において「旧検疫法」という。）第十五条第一項ただし

書の規定により病院に収容されて隔離が行われている者は、第一条の規定による改正後の検疫法（以下この条において「新検疫法」とい

う。）第十五条第一項の規定により隔離が行われている者とみなす。

２　この法律の施行の際現に旧検疫法第十六条第一項の規定により停留室に収容されて停留が行われている者であって引き続き新検疫法第

十六条第一項の規定により停留が行われるものの停留の期間は、当該停留室に収容された時から起算する。

３　この法律の施行の際現に旧検疫法第十六条第一項ただし書の規定により船舶内に収容されて停留が行われている者は、新検疫法第十六

条第一項の規定により停留が行われている者とみなす。

（罰則に関する経過措置）

第三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成一一年七月一六日法律第八七号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一　第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定（同法第二百五十条の九第一項に係る部分

（両議院の同意を得ることに係る部分に限る。）に限る。）、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定（同法附則第十項に

係る部分に限る。）、第二百四十四条の規定（農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。）並びに第四百七十二条の規

定（市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。）並びに附則第七条、第十条、第十

二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十

条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定　公布の日

（従前の例による事務等に関する経過措置）

第六十九条　国民年金法等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号）附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七

条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権（以下この条におい

て「事務等」という。）については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命
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令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受け

た地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

（新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例）

第七十条　第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行

の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関（社会保険関係事務を取り扱うものに限る。）の位置と同一の位置

に設けられるもの（地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市（特別区を含む。）に設けられるものに限る。）につい

ては、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

（社会保険関係地方事務官に関する経過措置）

第七十一条　この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員（厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限

る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。）である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険

事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

（地方社会保険医療協議会に関する経過措置）

第七十二条　第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専

門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するも

のとする。

（準備行為）

第七十三条　第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示

は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

（厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置）

第七十四条　施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第

百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、

第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正

前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九

条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び

精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉

事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師

等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔

道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四

条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第

六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

（厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置）

第七十五条　この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、

はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項（同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、食品衛生法第二十二条、医療

法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項（同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含

む。）、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六　条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十

二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他

の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサー

ジ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項（同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。）、食品衛生法第二十

二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項（同法第

二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。）、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金

法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚

生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

（国等の事務）

第百五十九条　この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又

はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」

という。）は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとす

る。

（処分、申請等に関する経過措置）

第百六十条　この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。）の施行

前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの

法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この条において「申請等の行為」

という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条

までの規定又は改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の

日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の

行為とみなす。

２　この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなけれ

ばならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあ

るもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の

手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用

する。

（不服申立てに関する経過措置）

第百六十一条　施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下この条において「処分庁」という。）に施

行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服

申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用す

る。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

２　前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処

理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
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（手数料に関する経過措置）

第百六十二条　施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定により納付すべきであった

手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第百六十三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第百六十四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め

る。

２　附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

（検討）

第二百五十条　新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにす

るとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検

討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条　政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地

方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条　政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等につい

て、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。

附　則　（平成一一年一二月二二日法律第一六〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。

一　第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）

、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定　公布の日

附　則　（平成一五年一〇月一六日法律第一四五号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第三条　この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（検討）

第四条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律

の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附　則　（平成一八年一二月八日法律第一〇六号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（検討）

第十二条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法

律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（罰則の適用に関する経過措置）

第二十四条　この法律（附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従

前の例によることとされる場合における同条ただし書に規定する規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第二十五条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附　則　（平成二〇年五月二日法律第三〇号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

（検討）

第二条　政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

（研究の促進等）

第三条　国は、新型インフルエンザ等感染症（第一条の規定による改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六

条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。次項において同じ。）に係るワクチン等の医薬品の研究開発を促進するために

必要な措置を講ずるとともに、これらの医薬品の早期の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十

五年法律第百四十五号）の規定による製造販売の承認に資するよう必要な措置を講ずるものとする。

２　国は、新型インフルエンザ等感染症の発生及びまん延に備え、抗インフルエンザ薬及びプレパンデミックワクチンの必要な量の備蓄に

努めるものとする。

附　則　（平成二五年一一月二七日法律第八四号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

（罰則に関する経過措置）

第百一条　この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした

行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附　則　（平成二五年一二月一三日法律第一〇三号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。
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一　略

二　附則第十七条の規定　薬事法等の一部を改正する法律（平成二十五年法律第八十四号）の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれ

か遅い日

附　則　（平成二六年六月一三日法律第六九号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日から施行する。

（経過措置の原則）

第五条　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこ

の法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例によ

る。

（訴訟に関する経過措置）

第六条　この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起で

きないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服

申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の

不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例

による。

２　この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提

起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消し

の訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

３　不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお

従前の例による。

（罰則に関する経過措置）

第九条　この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の

施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

（その他の経過措置の政令への委任）

第十条　附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令

で定める。

附　則　（令和二年一二月九日法律第七五号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から施行する。

（新型コロナウイルス感染症に係る特例）

第二条　新型コロナウイルス感染症（病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健

機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。）についての第二条の規定による改

正後の検疫法第三十四条第二項の規定の適用については、「状況」とあるのは、「状況、当該感染症に係るワクチンの開発の状況並びに予

防接種法（昭和二十三年法律第六十八号）附則第七条第一項の規定による予防接種の実施の状況」とする。

附　則　（令和三年二月三日法律第五号）　抄

（施行期日）

第一条　この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

（政令への委任）

第四条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
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健発０２０３第２号 

令和３年２月３日 

 都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿 

 特 別 区 長 

厚生労働省健康局長 

（ 公 印 省 略 ） 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の改正について 

（新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律関係） 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令和３年法律第５号。

以下「改正法」という。）が本日公布されたところ、これに伴い、感染症の予防及び感染症

の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。）

及び検疫法（昭和 26 年法律第 201 号）の一部が改正され、令和３年２月 13 日に施行され

ることとなりました。 

 また、改正法の施行のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する

法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令（令和３年政令第 25 号。以下

「整備政令」という。）及び新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律

の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令（令和３年厚生労働省令第 24 号。

以下「整備省令」という。）が本日公布され、関係法令が改正されました。 

 これらの改正の趣旨等（感染症法及び検疫法並びにその下位法令の改正関係）は下記の

とおりですので、十分御了知の上、管内の関係機関等に対し、その周知を図るとともに、

その運用に遺漏のなきようお願いします。なお、本改正に関するＱ＆Ａを後日発出する予

定ですので、当該Ｑ＆Ａについても御参照いただきますようお願いします。 

記 

第一 改正の趣旨 

 新型コロナウイルス感染症への対応は現在進行形であるが、国民の命を守るため必

要な見直しは速やかに対応していく必要があるところ、現行制度の下で取組を進める

中で得られた知見や経験を法制度に反映させ、感染の早期収束につなげていくことが

重要である。このような考え方に則り、今般、現下の新型コロナウイルス感染症対策
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の実効性を高め、より確実に取組を推進するために必要な法改正を行うもの。 

第二 感染症法の一部改正 

一 新型コロナウイルス感染症の法的位置付けに関する事項 

新型コロナウイルス感染症については、新型コロナウイルス感染症を指定感染症と

して定める等の政令（令和２年政令第 11 号。以下「指定政令」という。）により、指

定感染症に指定して対策を講じているところ、指定期限を本年１月 31 日から１年間

延長したところであるが、今後は期限の定めなく必要な対策を講じられるよう、「新型

インフルエンザ等感染症」に「新型コロナウイルス感染症」及び「再興型コロナウイ

ルス感染症」を追加すること（感染症法第６条第７項）。

※ この改正により、新型コロナウイルス感染症の感染症法における法的位置付けに

ついては、「指定感染症」から「新型インフルエンザ等感染症」に変更されることと

なる（これに伴い、第四で後述するとおり、指定政令等は廃止する。）。 

二 国・地方自治体間の情報連携に関する事項（感染症法第 12 条から第 15 条まで関係） 

（１）関係自治体が感染症の発生状況を確実に把握し、広域的な調整や有効な対策の実

施につなげるため、以下の対応を行うこと。 

① 発生届の報告先について、保健所設置市長・特別区長は、届出を受けた場合は、

厚生労働大臣に加えて当該市・区が所在する都道府県知事にも報告すること。ま

た、管轄区域外に居住する者について届出を受けた場合の通報先について、保健

所設置市長・特別区長が通報先となる場合には、当該市・区が所在する都道府県

知事にも通報すること（感染症法第 12 条第３項及び第４項、第 13 条第４項及び

第５項）。 

② 積極的疫学調査の結果について、保健所設置市長・特別区長が厚生労働大臣に

報告する場合には、当該市・区が所在する都道府県知事にも報告すること。また、

都道府県知事等が他の都道府県知事等の管轄区域における感染症のまん延を防

止するために重要と認められる場合には、当該結果について他の都道府県知事等

に（他の保健所設置市長・特別区長に通報する場合には、当該市・区が所在する

都道府県知事にも）通報するとともに、保健所設置市長・特別区長が通報を行う

場合には、当該市・区が所在する都道府県知事にも通報すること（感染症法第 15

条第 13 項及び第 14 項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法

律施行規則（平成 10 年厚生省令第 99 号。以下「感染症法施行規則」という。）第

９条の２）。 

（２）発生届・積極的疫学調査の結果の報告等について、電磁的な方法を活用できるこ

とを規定すること。 

※ 電磁的な方法により、同一情報を国、都道府県等が閲覧できる状態に置いたと

きは、感染症法第 12 条から第 15 条までに規定する届出等をしたものとみなすこ

と。現時点で想定される電磁的な方法は、新型コロナウイルス感染症については

HER-SYS（新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム）、その他の
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感染症については NESID（感染症発生動向調査システム）（感染症法第 12 条第５

項、第 13 条第６項、第 14 条第４項、第 14 条の２第５項、第 15 条第 15 項、感染

症法施行規則第４条の２）。 

三 宿泊療養等の対策の実効性の確保に関する事項 

 医療資源の重点化を図るとともに、対策の実効性を確保するため、（１）～（３）の

措置を講ずることとする。 

（１）宿泊療養・自宅療養の法的位置付け（感染症法第 44 条の３及び第 50 条の２）

① 都道府県知事等は、新型インフルエンザ等感染症又は新感染症のまん延を防止す

るため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当

な理由のある者に対し、当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、

当該者の体温その他の健康状態について報告を求め、又は当該者の居宅若しくはこ

れに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な

協力を求めることができるものとすること（感染症法第 44 条の３第１項、第 50 条

の２第１項）。 

② 都道府県知事等は、病状の程度を勘案して厚生労働省令で定める新型インフルエ

ンザ等感染症（感染症法施行規則第 23 条の５において「新型コロナウイルス感染

症」を規定。）又は新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは新

型インフルエンザ等感染症の患者又は新感染症の所見がある者に対し、当該感染症

の病原体を保有していないことが確認されるまでの間又は当該新感染症を公衆に

まん延させるおそれがないことが確認されるまでの間、当該者の体温その他の健康

状態について報告を求め、又は宿泊施設（当該感染症のまん延を防止するため適当

なものとして厚生労働省令で定める基準（※）を満たすものに限る。）若しくは当

該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症

の感染の防止に必要な協力を求めることができるものとすること（感染症法第 44

条の３第２項、第 50 条の２第２項）。 

③ 新型インフルエンザ等感染症の患者、新感染症の所見のある者、これらの感染症

にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、①・②による都道府

県知事等による健康状態の報告の求めに正当な理由がある場合を除き応じる義務

（罰則なし）を規定すること（従来は努力義務）、並びに都道府県知事等による当

該感染症の感染の防止に必要な協力に応じる努力義務を規定すること（感染症法第

44 条の３第３項、第 50 条の２第３項）。 

④ 都道府県知事等による食事の提供・日用品の支給等や市町村長との連携の努力義

務規定を新設すること（感染症法第 44 条の３第６項、第 50 条の２第４項）。 

⑤ 都道府県知事の宿泊施設の確保の努力義務規定を新設すること（感染症法第 44

条の３第７項、第 50 条の２第４項）。 

※ いずれも現行の宿泊療養・自宅療養の対応について、改めて感染症法上に位置

付けることとしたもの。なお、感染症法上、①・②・④の権限主体は都道府県知

事等（保健所設置市長・特別区長を含む。）である。 
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※ 宿泊療養の基準については、これまでに発出済みのマニュアル等の記載内容を

踏まえつつ、以下の内容を感染症法施行規則第 23 条の７にて規定。当該改正を

踏まえた具体的な内容については、後日マニュアルによりお示しする予定である

ので併せて参照されたい。 

・宿泊療養者の居室の定員は、原則として一人とすること

・宿泊療養者が滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別

することその他の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じられて

いること

・宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること

・宿泊療養に関する業務を統括する者、適切な健康管理等を行うために必要な医

療関係者及び宿泊療養者の療養を支援するために必要な人員が確保されてい

ること

・宿泊療養者の健康状態を定期的に把握し、適切な健康管理等を行うことが可能

な体制が確保されていること

・病状の急変時等に適切な措置を講じることができるよう、あらかじめ、医療機

関との連携方法その他の必要な措置を定めていること

（２）入院勧告・措置の見直し（感染症法第 26 条第２項、第 37 条第３項、第 80 条）

① 新型インフルエンザ等感染症・新感染症のうち病状の程度を勘案して厚生労働

省令で定めるもの（感染症法施行規則第 23 条の５において「新型コロナウイルス

感染症」を規定。）について、入院勧告・措置の対象を次の者に限定することを明

示すること（感染症法第 26 条第２項）。なお、新型コロナウイルス感染症について

は、現行も政省令により（ア）及び（イ）と同様の内容を規定している。 

（ア）病状又は病状の程度が重篤化するおそれを勘案して厚生労働省令で定める者

(イ）宿泊療養・自宅療養の協力の求めに応じない者

※ （ア）については、以下の内容を感染症法施行規則第 23 条の６にて規定。

・65 歳以上の者

・呼吸器疾患を有する者

・腎臓疾患等により臓器等の機能が低下しているおそれがあると認められる者

・臓器の移植等により免疫の機能が低下しているおそれがあると認められる者

・妊婦

・中等症以上の者

・症状等を総合的に勘案して医師が入院させる必要があると認める者

・都道府県知事等が感染症のまん延を防止するために入院させる必要があると

認める者

※ （イ）については、その入院費用の自己負担分を徴収できるものとする（感染

症法第 37 条第３項）。 

② 入院先から逃げた場合又は正当な理由がなく入院措置に応じない場合は 50 万円

以下の過料に処すものとすること（感染症法第 80 条）。 

114



※ 当該過料に処される旨についても入院勧告・入院措置の対象者に通知しなけ

ればならない（感染症法施行規則第 13 条第１項第９号）。 

（３）積極的疫学調査等の実効性の確保（感染症法第 15 条第４項及び第８項から第 11

項まで、第 81 条） 

① ②の過料に前置する手続として、新型インフルエンザ等感染症の患者等が積極

的疫学調査に対して正当な理由がなく協力しない場合において、感染症の発生予

防又はまん延防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事又は厚生労働

大臣は、当該積極的疫学調査に応ずべき旨の命令を発することができることとし、

当該命令に違反した場合には②の過料の対象となるものとすること。また、この命

令について、必要な最小限度のものでなければならないものとするとともに、書面

による通知に関する規定（感染症法施行規則第８条の２において通知事項を規定。）

を整備すること（感染症法第 15 条第８項から第 11 項まで）。 

② 積極的疫学調査について、①の命令を受けた新型インフルエンザ等感染症の患

者等（※）が、質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を

し、又は正当な理由がなく調査を拒み、妨げ若しくは忌避した場合の 30 万円以下

の過料に処するものとすること（感染症法第 81 条）。 

※ 対象は次の範囲とする。

・一類感染症の患者、疑似症患者、無症状病原体保有者

・二類感染症の患者、二類感染症のうち政令で定めるものの疑似症患者

 ・新型インフルエンザ等感染症の患者、疑似症患者であって当該感染症にかかって

いると疑うに足りる正当な理由のあるもの、無症状病原体保有者 

・新感染症の所見のある者

③ 都道府県知事等は、患者の迅速な発見により、感染症の性質、地域の感染状況、

感染症が発生している施設・業務等その他の事情を考慮して、感染症法第 15 条第３

項の規定による求め（行政検査）を行うこととすること（感染症法第 15 条第４項）。 

四 国と地方自治体の役割・権限の強化等に関する事項 

（１）調査・研究の推進（感染症法第 56 条の 39 関係）

感染症に関する調査・研究の推進を図るため、次の規定を整備すること。 

① 国は、感染症の発病の機構等、病原体等に関する調査・研究を推進すること。

② 厚生労働大臣は、①の成果を適切な方法により研究者等に対して積極的に提供す

ること。

③ 厚生労働大臣は、①又は②の事務を国立研究開発法人国立国際医療研究センター

等に委託できること。 

④ 厚生労働大臣は、②により①の成果を提供するに当たっては、個人情報の保護に

留意しなければならないこと。 

（２）国・地方自治体の権限の強化（感染症法第 16 条の２、第 22 条の３、第 48 条の

３、第 51 条の２第１項、第 63 条の２第２項）

① 新型インフルエンザ等感染症又は新感染症に関し、厚生労働大臣の都道府県知
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事等への指示権限について、現行認められている緊急の必要があると認めるとき

のほか、都道府県知事等が感染症法又は感染症法に基づく政令の規定に違反し、若

しくはこれらの規定に基づく事務の管理・執行を怠っている場合にも必要な指示

ができることとすること（法定受託事務に限る。）（感染症法第 51 条の２第１項、

第 63 条の２第２項）。 

② 都道府県知事は、感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合等に、保健所

設置市長等、医療機関その他の関係者に対し、入院の措置その他の事項に関する総

合調整を行うこととすること（感染症法第 22 条の３、第 48 条の３）。 

③ 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、緊急の必要があると認めるときは、医療関

係者・民間等の検査機関等に必要な協力を求め（※）、その上で、当該協力の求め

に正当な理由がなく応じなかったときは勧告することができる（正当な理由がな

く勧告に従わない場合は公表することができる）こととすること（感染症法第 16

条の２）。 

※ 現行法上も、医療関係者への協力の求めについては規定があるため、これを存置。 

五 その他（感染症法第９条関係） 

厚生労働大臣が定める感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針（基

本指針）の見直しについて、医療計画とあわせるため、「５年ごと」から「６年ごと」

に改めることとすること。 

第三 検疫法の一部改正 

一 新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者の法的位置付け（検疫法第２条

の２第３項） 

新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有者について、患者とみなして検疫

法の規定を適用するものとすること。 

二 宿泊療養及び自宅待機の法的位置付け（検疫法第 16 条の２） 

（１）検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の患者に対して、当該感染症の病原

体を保有していないことが確認されるまでの間、健康状態の報告を求め、又は宿

泊施設から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求

めることができるものとすること。 

（２）検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症に感染したおそれのある者に対して

当該感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の居宅又はこれ

に相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な

協力を求めることができるものとすること。 

（３）（１）の報告を求められた者は、正当な理由がある場合を除き、これに応じなけ

ればならず、（１）又は（２）の協力を求められた者は、これに応ずるよう努めな

ければならないものとすること。 

（４）（１）の協力の求めに応じない患者に対する隔離の措置については、宿泊施設（感

染症法上の施設と同じ基準を満たすもの。）においても行うことができるものと
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すること。 

第四 指定政令等の廃止 

 新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等感染症として位置付けることに伴

い、指定政令及び新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類

として指定する等の政令（令和２年政令第 28 号）を廃止すること（整備政令第１条関

係）。 

また、これに伴い、以下に掲げる省令を廃止すること（整備省令第１条関係）。 

・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する

場合の読替えに関する省令（令和２年厚生労働省令第９号） 

・ 新型コロナウイルス感染症を検疫法第三十四条第一項の感染症の種類として指定す

る等の政令第三条の規定により検疫法施行規則の規定を準用する場合の読替えに関す

る省令（令和２年厚生労働省令第 16 号） 

・ 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条において準用

する感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第一項の厚生

労働省令で定める者等を定める省令（令和２年厚生労働省令第 172 号） 

第五 施行期日 

公布の日から起算して 10 日を経過した日（令和３年２月 13 日） 

第六 経過措置 

一 入院措置に係る過料関係（改正法附則第３条第２項関係） 

第二の三（２）②の過料に関する規定は、施行日以後に行われる入院勧告・措置に

より入院する者又は施行日以後に行われる入院の措置を実施される者（施行日以後に

行われる感染症法の規定による入院に係る通知を受けた者に限る。）について適用す

ること。 

二 積極的疫学調査に係る命令関係（改正法附則第３条第１項関係） 

 第二の三（３）①の命令に関する規定は、施行日以後に行われる積極的疫学調査に

対して正当な理由がなく協力しない新型インフルエンザ等感染症の患者等について適

用すること。 

※その他、所要の経過措置については、整備政令において規定。

第七 その他 

一 整備政令関係 

 指定政令等の廃止のほか、感染症法及び検疫法の改正に伴い必要となる関係政令を

整備するとともに、経過措置を規定すること。 

二 整備省令関係 
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積極的疫学調査の結果等について他の都道府県知事等に通報する場合の規定の整

備や入院措置等の対象者の限定、宿泊療養の基準の新設など、感染症法及び検疫法の

改正に伴い必要となる関係省令の整備等を行うこと。 

三 整備政令・整備省令の施行期日については、いずれも改正法の施行の日（令和３年

２月 13 日） 

以上 
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我が国の検疫関係基礎データ 

１．検疫所の概要 

（１）所掌事務 

検疫所の所掌事務は、国内に常在しない感染症の病原体が、船舶又は航空機を介して国

内に侵入することを防止するため、港及び飛行場における検疫業務及び衛生業務並びに食

品衛生法に基づき輸入食品等の安全性を確保するための輸入食品監視業務を所掌する厚

生労働省の施設等機関として設置されている。 

 

（２）組 織 

外国からの船舶が入港する港及び国際定期便が就航する飛行場を検疫法施行令により

「検疫港」又は「検疫飛行場」として指定し、併せて検疫所（支所及び出張所を含む）を

設置している。 

 

＜検疫所別管内支所出張所数＞ 

検疫所 所在地 

管内支所・出張所数 

空港 

支所 

海港 

支所 

空港 

出張所 

海港 

出張所 

小樽検疫所 小樽市港町 5番 2号（小樽地方合同庁舎 1階） 1 0 2 9 

仙台検疫所 塩釜市貞山通 3丁目 4番 1号（塩釜港湾合同庁舎） 1 0 3 9 

成田空港検疫所 成田市古込字古込 1番地 1（第 2旅客ターミナルビル） 0 0 0 0 

東京検疫所 江東区青海 2丁目 7番 11号（東京港湾合同庁舎 8階） 1 2 1 3 

横浜検疫所 横浜市中区海岸通 1丁目 1番地（横浜第 2港湾合同庁舎） 0 0 0 1 

新潟検疫所 新潟市中央区竜が島 1丁目 5番 4号（新潟港湾合同庁舎 2階） 0 0 3 3 

名古屋検疫所 名古屋市港区築地町 11番地の 1 1 2 1 4 

大阪検疫所 大阪市港区築港 4丁目 10番 3号（大阪港湾合同庁舎 5階） 0 0 0 5 

関西空港検疫所 泉南郡田尻町泉州空港中 1番地（ＣＩＱ合同庁舎） 0 0 0 0 

神戸検疫所 神戸市兵庫区遠矢浜町 1番 1号 0 0 0 0 

広島検疫所 広島市南区宇品海岸 3丁目 10番 17号（広島港湾合同庁舎 3階） 1 0 4 13 

福岡検疫所 福岡市博多区沖浜町 8番 1号（福岡港湾合同庁舎） 1 3 7 12 

那覇検疫所 那覇市港町 2丁目 11番 1号（那覇港湾合同庁舎 2階） 1 0 0 3 

 合計  7 7 21 62 

 

（３）定 員 

  1,005名（平成 28年度末時点。輸入食品監視業務を担当する食品衛生監視員等も含む。） 

 

（４）予 算 

  9,514百万円（平成 28年度当初予算） 
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（平成29年３月１日）

（５）検疫所の設置状況

凡 例 海 港 空 港 計

本 所 ◎ 11     2     13     

支 所 ○ 7     7     14     

出 張 所 ● 62     21     83     

（32海空港）

計 80     30     110     

注： □印は輸入食品届出窓口設置検疫所

秋田空港

米子空港

佐賀空港

鹿児島空港

長崎空港

福島空港

岡山空港

●

◎

小樽

○千歳空港

留萌・石狩●

稚内 ●

紋別●
網走
●

花咲●

釧路
●

苫小牧

●

室蘭
●

●
函館

函館空港●

◎仙台

○ 仙台空港

青森

青森空港
●
●

八戸●

●宮古

● 釜石
●
大船渡・気仙沼

石巻

● 秋田船川
●

●酒田

●
小名浜

●

◎

千葉

◎

東京

船橋

●
小笠原

● 鹿島

日立●

○ 成田空港

●
木更津

○
○

東京空港

川崎

◎
横浜 ●

横須賀・三崎

輸入食品・検疫検査センター

◎
●

新潟

新潟空港

●直江津

●
●

●

金沢・七尾

伏木富山

小松空港

富山空港
●

◎

○○ ○

●

●

●

名古屋
中部空港

清水

四日市 焼津

●

三河・福江

衣浦

尾鷲・勝浦●

◎

◎

◎

●

●
●

●

大阪

関西空港

神戸 灘

輸入食品・検疫検査センター

岸和田

和歌山下津
●

敦賀

舞鶴

内浦

◎ ○

●

●●
●

●●

●

●

●

●

●
●

●●●

境

浜田

宇部

徳山下松・岩国

広島

広島空港

呉

福山

水島

松山空港
●

松山
新居浜

高知

三島川之江

徳島小松島

高松空港

坂出◎

○

○

○

○

●
●

● ●
●

●

●
●

●

●

●

●

福岡

福岡空港

門司

下関

長崎

鹿児島

厳原・比田勝

唐津

伊万里

佐世保 ●
三池

熊本空港
三角

水俣・八代

串木野・喜入
●

志布志●

宮崎空港

細島

大分空港
大分・佐賀関

佐伯

◎
○

●

●

●

那覇

那覇空港

金武・中城

平良

石垣

●

●

●

北九州空港

●

旭川空港

静岡空港

茨城空港
●

●●
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２．検疫業務の実績 

（１）船舶関係 

年次 

検疫実績 

船舶 乗船者 １船当たり平均乗船者 

隻数 指数 人数 指数 人数 指数 

平成 23年 59,165 100 1,775,125 100 30 100 

平成 24年 59,699 101 2,133,544 120 36 120 

平成 25年 58,482 99 2,006,967 113 34 113 

平成 26年 55,586 94 2,280,994 128 41 137 

平成 27年 53,850 91 3,244,457 183 60 200 

 

＜検疫方法別実績＞ 

（隻） 

年次 臨船検疫 着岸検疫 無線検疫 合計 

平成 23年 144 983 58,038 59,165 

平成 24年 120 1,107 58,472 59,699 

平成 25年 117 979 57,386 58,482 

平成 26年 107 1,006 54,473 55,586 

平成 27年 98 2,900 50,852 53,850 

 

 

（２）航空機関係 

年次 

検疫実績 

航空機 搭乗者 １機当たり平均搭乗者 

機数 指数 人数 指数 人数 指数 

平成 23年 172,792 100 28,390,102 100 164 100 

平成 24年 190,552 110 32,235,510 114 169 103 

平成 25年 194,451 113 33,400,814 118 172 105 

平成 26年 210,648 122 35,757,036 126 170 103 

平成 27年 235,303 136 40,662,985 143 173 105 
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（３）検疫所別検疫実績（管内支所・出張所を含む） 

検疫所 

平成 27年検疫実績 

船舶（隻） 航空機

（機） 臨船検疫 着岸検疫 無線検疫 合計 

小樽検疫所 3 99 2,414 2,516 6,898 

仙台検疫所 4 36 1,618 1,658 1,207 

成田空港検疫所 0 0 0 0 89,376 

東京検疫所 18 69 8,720 8,807 32,883 

横浜検疫所 3 39 2,886 2,928 8 

新潟検疫所 0 48 1,751 1,799 2,063 

名古屋検疫所 17 85 4,811 4,913 19,341 

大阪検疫所 1 140 5,164 5,305 9 

関西空港検疫所 0 2 0 2 55,065 

神戸検疫所 13 50 2,883 2,946 5 

広島検疫所 17 63 8,474 8,554 3,273 

福岡検疫所 20 2,119 11,444 13,583 16,393 

那覇検疫所 2 150 687 839 8,782 

 合計 98 2,900 50,852 53,850 235,303 
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（４）空港別検疫実績（検疫人員）                                    

（千人） 

空港名 検疫所名 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 

新千歳空港 小樽検疫所千歳空港検疫所支所 459  591  683  825  1,122  

函館空港 小樽検疫所函館空港出張所 24  37  68  88  114  

旭川空港 小樽検疫所旭川空港出張所 21  22  47  79  97  

仙台空港 仙台検疫所仙台空港検疫所支所 47  98  103  110  110  

青森空港 仙台検疫所青森空港出張所 13  20  21  19  21  

秋田空港 仙台検疫所秋田空港出張所 19  19  17  15  16  

福島空港 仙台検疫所福島空港出張所 6  2  3  3  2  

成田国際空港 成田空港検疫所 14,033  15,820  16,322  15,866  16,346  

東京国際空港 東京検疫所東京空港検疫所支所 3,764  4,210  4,236  5,640  6,827  

茨城空港 東京検疫所茨城空港出張所 30  48  52  57  77  

新潟空港 新潟検疫所新潟空港出張所 99  99  84  77  70  

富山空港 新潟検疫所富山空港出張所 43  54  47  56  61  

小松空港 新潟検疫所小松空港出張所 63  79  93  99  107  

中部国際空港 名古屋検疫所中部空港検疫所支所 2,309  2,446  2,410  2,433  2,548  

静岡空港 名古屋検疫所静岡空港出張所 84  106  96  109  211  

関西国際空港 関西空港検疫所 5,241  5,989  6,311  6,990  8,659  

広島空港 広島検疫所広島空港検疫所支所 191  197  171  158  153  

米子空港 広島検疫所米子空港出張所 17  17  18  18  23  

岡山空港 広島検疫所岡山空港出張所 121  124  101  91  82  

高松空港 広島検疫所高松空港出張所 26  40  45  61  78  

松山空港 広島検疫所松山空港出張所 31  30  23  20  23  

佐賀空港 福岡検疫所佐賀空港出張所 0  0  2  40  48  

北九州空港 福岡検疫所北九州空港出張所 23  42  76  26  10  

福岡空港 福岡検疫所福岡空港検疫所支所 1,336  1,609  1,683  1,874  2,334  

長崎空港 福岡検疫所長崎空港出張所 12  19  19  34  41  

鹿児島空港 福岡検疫所鹿児島空港出張所 40  62  61  75  88  

熊本空港 福岡検疫所熊本空港出張所 20  20  23  28  35  

大分空港 福岡検疫所大分空港出張所 7  14  9  11  32  

宮崎空港 福岡検疫所宮崎空港出張所 32  32  36  37  50  

那覇空港 那覇検疫所那覇空港検疫所支所 249 330 475 783 1,243 

合計 28,360  32,176  33,335  35,722  40,628  
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（５）クルーズ船検疫実績                                          

（隻） 

港名 検疫所名  平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

小樽港 小樽検疫所  7  6  31  8  13  

稚内港   〃    稚内出張所  0  2  1  0  0  

網走港   〃    網走出張所  0  0  0  0  1  

釧路港   〃    釧路出張所  0  1  1  1  2  

苫小牧港   〃    苫小牧出張所  0  0  0  1  0  

室蘭港   〃    室蘭出張所  3  1  0  0  3  

函館港   〃    函館出張所  2  1  0  3  2  

仙台塩釜港 仙台検疫所    0  0  0  0  0  

青森港   〃    青森出張所  0  1  0  1  0  

石巻港   〃    石巻出張所  0  1  0  0  0  

秋田船川港 
  〃    秋田船川出張

所  
0  0  0  1  0  

酒田港   〃    酒田出張所  0  1  0  0  1  

京浜港（東京） 東京検疫所  4  3  4  1  3  

二見港   〃    小笠原出張所 0  0  0  0  2  

京浜港（横浜） 横浜検疫所  18  13  16  16  9  

新潟港 新潟検疫所  0  0  0  1  1  

伏木富山港 
  〃    伏木富山出張

所  
0  1  0  0  1  

金沢港 
  〃    金沢・七尾出張

所  
0  2  0  1  0  

名古屋港 名古屋検疫所  2  2  3  3  3  

阪神港（大阪） 大阪検疫所  5  3  1  4  2  

敦賀港   〃    敦賀出張所  1  0  1  0  1  

舞鶴港   〃    舞鶴出張所  1  1  2  2  1  

和歌山下津港 
  〃    和歌山下津出

張所  
1  0  0  0  0  

阪神港（神戸） 神戸検疫所  21  10  15  14  14  

広島港 広島検疫所  7  3  2  5  8  

境港   〃    境出張所  6  7  4  5  8  

浜田港   〃    浜田出張所  0  1  0  1  0  
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岩国港 
  〃    

徳山下松・岩国出張所 
1  0  0  0  0  

坂出港   〃    坂出出張所  0  1  0  0  0  

松山港   〃    松山出張所  1  0  1  0  0  

高知港   〃    高知出張所  1  2  1  2  9  

博多港 福岡検疫所  58  15  85  217  296  

関門港 
  〃    門司検疫所支

所  
0  4  2  6  16  

港名 検疫所名 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

長崎港 
  〃    長崎検疫所支

所  
83  21  33  85  163  

鹿児島港 
  〃    鹿児島検疫所

支所  
5  4  15  22  41  

唐津港   〃    唐津出張所  0  0  1  0  1  

佐世保港   〃    佐世保出張所  0  0  5  20  54  

厳原港 
  〃    

厳原・比田勝出張所 
0  0  0  1  0  

大分港 
  〃   

大分・佐賀関出張所 
0  1  1  0  0  

八代港 
  〃    水俣・八代出張

所  
2  0  1  7  7  

細島港   〃    細島出張所  1  0  1  0  1  

那覇港 那覇検疫所  25  15  33  62  112  

金武中城港 
  〃    金武・中城出張

所  
0  0  0  0  2  

平良港   〃    平良出張所  1  0  1  11  50  

石垣港   〃    石垣出張所  42  58  61  75  73  

合計 298  181  322  576  900  

※客船及び貨客船であって外航旅客定期航路は除く 
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アメリカにおける抗原検査について 

 
 アメリカでは 2020 年 3月から感染者が増え始め、2020 年 12月には感染者が 1日当たり 20万件程度

報告された。2021年 3月 23日の時点で累計およそ 2960万件、一日当たり 5万 5千件程度の感染が報告

されている。（1）（下図 アメリカ疾病予防管理センターHPより）。 

 

 
 

アメリカ疾病予防管理センターは陽性と診断された各ケースを診断方法の精度に応じて suspect, 

probable, confirmedの 3つに分けている。（2）抗原検査のみで PCR検査を行わなかった場合は

probableとなる。また、無症状の人が抗原検査で陽性となった場合や、症状のある人が抗原検査で陰性

となった場合には PCR 検査で確認をとることを推奨している。（3） 

州によってばらつきはあるが、行われた検査の大半は PCR検査で、陽性者の多くは PCR検査による確

認を行っている。（4-16） 

海外から空路で入国する渡航者に対し、アメリカに出発する前に検査を受けることを義務付けてい

る。（17）入国後は自己隔離や検査を推奨しているが、義務付けてはいない。 
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アメリカにおける新型コロナウイルスの感染者の内訳
アメリカ疾病予防管理センターHP ２０２１年３月２３日
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コロナウイルスの診断について
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コロナウイルスの診断について
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抗原検査による診断について
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ニューヨーク市における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
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ニューヨーク市における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ニューヨーク市HP ２０２１年３月２３日
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ニューヨーク市における新型コロナウイルスの検査数
ニューヨーク市HP ２０２１年３月２３日
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テキサス州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
テキサス州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日
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テキサス州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
テキサス州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日
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テキサス州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日

テキサス州における新型コロナウイルスの検査数
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テキサス州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日

テキサス州における新型コロナウイルスの検査数
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ニュージャージー州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ニュージャージー州保健省HP ２０２１年３月２３日
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ニュージャージー州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ニュージャージー州保健省HP ２０２１年３月２３日
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ノースカロライナ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ノースカロライナ州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日
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ノースカロライナ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ノースカロライナ州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日
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ノースカロライナ州における新型コロナウイルスの検査数
ノースカロライナ州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日
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フィラデルフィア市における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
フィラデルフィア市HP ２０２１年３月２３日
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フィラデルフィア市における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
フィラデルフィア市HP ２０２１年３月２３日
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マサチューセッツ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
マサチューセッツ州HP ２０２１年３月２３日
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マサチューセッツ州における新型コロナウイルスの検査数
マサチューセッツ州HP ２０２１年３月２３日
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ミズーリ州HP ２０２１年３月２３日

ミズーリ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
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ミズーリ州における新型コロナウイルスの検査数
ミズーリ州HP ２０２１年３月２３日
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サウスカロライナ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
サウスカロライナ州保健環境省HP ２０２１年３月２３日
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サウスカロライナ州における新型コロナウイルスの検査数
サウスカロライナ州保健環境省HP ２０２１年３月２３日
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ミネソタ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ミネソタ州保健省HP ２０２１年３月２３日
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ミネソタ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ミネソタ州保健省HP ２０２１年３月２３日
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ミネソタ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ミネソタ州保健省HP ２０２１年３月２３日
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ミネソタ州における新型コロナウイルスの検査数
ミネソタ州保健省HP ２０２１年３月２３日
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ワシントン州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ワシントン州保健省HP ２０２１年３月２３日
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ワシントン州における新型コロナウイルスの検査数
ワシントン州保健省HP ２０２１年３月２３日
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アーカンソー州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
アーカンソー州保健省HP ２０２１年３月２３日
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アーカンソー州における新型コロナウイルスの検査数
アーカンソー州保健省HP ２０２１年３月２３日
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アイダホ州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日

アイダホ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
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アイダホ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
アイダホ州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日
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アイダホ州における新型コロナウイルスの検査数
アイダホ州保健福祉省HP ２０２１年３月２３日
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ノースダコタ州保健省HP ２０２１年３月２３日

ノースダコタ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
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ノースダコタ州における新型コロナウイルスの感染者数とその内訳
ノースダコタ州保健省HP ２０２１年３月２３日

167



空路での入国に対する事前検査の要求について
アメリカ疾病予防管理センターHP ２０２１年３月２日
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イギリスにおける抗原検査、抗体検査について 

 
 イギリスでは 2020 年 9月から 2021 年 2月にかけて感染が拡大した。現在は 1日当たり 5000人程度

感染者が確認されている。（1）（下図 イギリス政府 HPより）。 

 

 
 

 原則として症状のある場合は PCR検査、無症状の場合は抗原検査を行う。（2, 3）イングランド地方

では抗原検査のみでも陽性と認められるが、その他の地方では PCR検査での確認を必要とする。（4） 

イングランド地方における抗原検査の検査数は 2021年 3月 17日の時点でおよそ 3100 万件、陽性者

数はおよそ 10万件となっている。（5, 6）これに対し、イギリス全体での PCR検査の検査数は 3月 17

日時点でおよそ 7660 万件、陽性者数はおよそ 420万件となっている。（1, 7） 

抗原検査の精度を測る調査が行われ、良好な結果が得られた。（8）また、抗原検査で変異株を検出で

きることが確認された。（9） 

ワクチンの有効性を測る調査において抗体検査が用いられた。（10） 

検疫では渡航者に対し 10日間の隔離措置、およびその間に 2回の PCR検査を行っている。（11, 

12）。抗原検査はしていない。 

 

リファレンス 

1. https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases 

2. https://www.gov.uk/get-coronavirus-test 

3. https://www.gov.uk/find-covid-19-lateral-flow-test-site 

4. https://coronavirus.data.gov.uk/details/about-data 

5. https://coronavirus.data.gov.uk/details/testing?areaType=nation&areaName=England 

6. https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases?areaType=nation&areaName=England 

7. https://coronavirus.data.gov.uk/details/testing 

8. https://www.gov.uk/government/news/new-analysis-of-lateral-flow-tests-shows-

https://coronavirus.data.gov.uk/details/testing?areaType=nation&areaName=England
https://coronavirus.data.gov.uk/details/cases?areaType=nation&areaName=England
https://coronavirus.data.gov.uk/details/testing
https://www.gov.uk/government/news/new-analysis-of-lateral-flow-tests-shows-specificity-of-at-least-999
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specificity-of-at-least-999 

9. https://www.gov.uk/government/news/rapid-evaluation-confirms-lateral-flow-devices-

effective-in-detecting-new-covid-19-variant 

10. https://www.gov.uk/government/news/latest-findings-from-antibody-surveillance-study-
published 

11. https://www.gov.uk/uk-border-control/self-isolating-when-you-arrive 
12. https://www.gov.uk/guidance/testing-on-day-2-and-day-8-for-international-

arrivals#minimum-standards-that-apply-to-day-2-and-day-8-tests 

https://www.gov.uk/government/news/new-analysis-of-lateral-flow-tests-shows-specificity-of-at-least-999
https://www.gov.uk/government/news/rapid-evaluation-confirms-lateral-flow-devices-effective-in-detecting-new-covid-19-variant
https://www.gov.uk/government/news/rapid-evaluation-confirms-lateral-flow-devices-effective-in-detecting-new-covid-19-variant
https://www.gov.uk/government/news/latest-findings-from-antibody-surveillance-study-published
https://www.gov.uk/government/news/latest-findings-from-antibody-surveillance-study-published
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PCR検査受診について
イギリス政府HP
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抗原検査受診について
イギリス政府HP
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新型コロナウイルス感染者数のデータについて
イギリス政府HP ２０２１年３月１７日
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イングランド地方における抗原検査の実施数
イギリス政府HP ２０２１年３月１９日
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イングランド地方における新型コロナウイルスの感染者数について
イギリス政府HP ２０２１年３月１９日
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イギリスにおけるPCR検査の実施数
イギリス政府HP ２０２１年３月１９日
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抗原検査の精度に関する調査について

イギリス政府HP ２０２１年３月１０日

178



抗原検査の変異株に対する有効性について
イギリス政府HP ２０２０年１２月２３日
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抗体検査の利用例

イギリス政府HP ２０２１年２月２５日
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イギリス入国時の検疫について
イギリス政府HP
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隔離措置中の検査について
イギリス政府HP ２０２１年２月１４日
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3．ドイツ 
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ドイツにおける抗原検査について 

 
 ドイツでは 2020年 3月から 4月にかけて一度感染が拡大し、その後一旦落ち着きを見せていたが

2020年 10月から再び感染者が急増した。2021年 3月 26日の時点で累計およそ 270万件、一日当たり 1

万 5千件程度の感染が確認されている。（1）（下図 ロベルトコッホ研究所 HPより）。 

 

 
 

 ドイツでは基本的に PCR検査を採用しており、抗原検査で陽性であった場合には PCR検査で確認を取

るよう指示している。（2, 3, 4）一方で、より検査の範囲を広げるために、抗原検査を週 1回無料で受

けられるようにしている。（5） 

ドイツではコロナ感染のリスクが高い地域や変異株が確認されている地域をリスク地域として定めて

いる。（6）リスク地域からの渡航者に対しては検査と隔離を義務付けている。（7, 8） 

 

リファレンス 

1. https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 

2. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html;js

essionid=06A9C7B1E4DC53C30F1368B374C30CAB.internet062?nn=2386228 

3. https://www.hamburg.com/residents/settle/health/13921528/rules-and-regulations/ 

4. https://www.berlin.de/corona/en/faq/#headline_1_52 

5. https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-

crisis 

6. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikoge

biete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?__blob=publicationFile 

7. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Te

st_19032021_en.pdf?__blob=publicationFile 

8. https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus#4  

https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html;jsessionid=06A9C7B1E4DC53C30F1368B374C30CAB.internet062?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Vorl_Testung_nCoV.html;jsessionid=06A9C7B1E4DC53C30F1368B374C30CAB.internet062?nn=2386228
https://www.hamburg.com/residents/settle/health/13921528/rules-and-regulations/
https://www.berlin.de/corona/en/faq/#headline_1_52
https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikogebiete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_19032021_en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Tests/Test_19032021_en.pdf?__blob=publicationFile
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus#4
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リスク地域の指定について
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フランスにおける抗原検査について 

 
 フランスでは 2020 年 3月から 4月にかけて一度感染者が確認された後、2020年 8月から感染が拡大

した。2021 年 3月 29 日の時点で累計およそ 440万件、一日当たり 4万件程度の感染が確認されてお

り、感染は拡大傾向にある。（1）（下図 世界保健機関 HPより）。 

 

 
 

 フランスでは抗原検査のみでも感染が確認されたと認められる。（2）一方で検査の主流は PCR検査と

なっている。（3）抗原検査で陽性であった場合には自己隔離を行い、医師に連絡するよう指示されてい

る。（4） 

検疫においては、事前に PCR検査を受け陰性証明を取得しておくことと到着時の PCR検査が義務付け

られている。ヨーロッパ以外からの渡航者に対しては、さらに自己隔離が課せられる。（5） 

 

リファレンス 

1. https://covid19.who.int/region/euro/country/fr 

2. https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-outils-pour-

les-professionnels-de-sante 

3. https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bretagne/documents/bulletin-

regional/2021/surveillance-sanitaire-en-bretagne.-point-au-24-mars-2021  

4. https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-

respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-covid-

antigen-test 

5. https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-

nationals-in-france/ 

https://covid19.who.int/region/euro/country/fr
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-outils-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/dossiers/coronavirus-covid-19/covid-19-outils-pour-les-professionnels-de-sante
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bretagne/documents/bulletin-regional/2021/surveillance-sanitaire-en-bretagne.-point-au-24-mars-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bretagne/documents/bulletin-regional/2021/surveillance-sanitaire-en-bretagne.-point-au-24-mars-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-covid-antigen-test
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-covid-antigen-test
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/documents/depliant-flyer/coronavirus-covid-antigen-test
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
https://www.diplomatie.gouv.fr/en/coming-to-france/coronavirus-advice-for-foreign-nationals-in-france/
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Santé publique France HP ２０２１年３月６日

197
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入国時の検査義務と隔離義務について
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入国時の検査義務と隔離義務について
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入国時の検査義務と隔離義務について
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シンガポールにおける抗原検査の利用について 

 
シンガポールでは 2020年 4月から 5月にかけて外国人労働者向けの寮を中心に新型コロナウイルス

の感染拡大があったが、現在は感染は落ち着きを見せており、新規に感染が確認された者のほとんどは

海外からの渡航者となっている（1）（下図 シンガポール保健省 HPより）。 

 

 
 

 

シンガポールは入国時に PCR検査を実施しており、空港検疫では抗原検査をしていない。 

 抗原検査は、マレーシアとの陸路国境（Tuasと Woodlands）においては、輸送業者が陸路で入国する

際に行われている（2）。 

 シンガポールは経済活動再開に向けて段階的な取り組みをしており、その現在の段階であるフェーズ

3 （3, 4）において、大規模イベントの安全性を確保するために、抗原検査が利用されている。フェー

ズ 3の開始前に試験的（5）に「Singapore international energy week」（6）や「one championship」

などの格闘技のイベント（7）において入場者に対して抗原検査が実施された。この後、フェーズ 3に

移行しているため結果は良好だったと思われる。 

 また、国内の外国人労働者に対しては 2週間ごとに PCR検査を実施している。その補助として PCR検

査の 1週間後に抗原検査を試験的に実施した（8）。2020 年 12月の時点で PCR検査と抗原検査の両方を

併用していく方針となった（9）。 

 

リファレンス 

1. https://covidsitrep.moh.gov.sg/ 

2. https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2021/01/Press-Release-on-

Compulsory-Antigen-Rapid-Test-at-Singapores-Land-Checkpoints-21-Jan-202121.pdf 

3. https://www.gov.sg/article/moving-into-phase-3-of-re-opening-on-28-dec-2020 

4. https://www.moh.gov.sg/news-highlights/details/moving-into-phase-three-of-re-opening 

5. https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/default-document-library/factsheet-on-

pilots-for-pre-event-testing.pdf 

6. https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/rapid-testing-for-covid-19-piloted-at-

singapore-international-13377476 
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イタリアにおける抗原検査について 

 
 イタリアでは 2020 年 3月から 4月にかけて一度感染者が確認された後、2020 年 10月から感染が拡大

した。2021 年 3月 29 日の時点で累計およそ 345万件、一日当たり 2万件程度の感染が確認されてい

る。（1）（下図 イタリア国立衛生研究所 HPより）。 

 

 
 

 イタリアでは抗原検査のみでも感染が確認されたと認められる。（2） 

イタリアでは国や地域を地理的要因やコロナ感染のリスクによって 5つのクラスに分類している。

（3）検疫においては、渡航者がどのクラスの国から来たかに応じて取られる措置が決まる。具体的に

は、特に義務が発生しない、事前に PCR検査または抗原検査を受けて陰性証明を取得する必要がある、

もしくは隔離義務が発生する、のいずれかとなる。（4） 
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オーストラリアにおける抗原検査、抗体検査について 

 
 オーストラリアでは 2020年 3月から 4月と 2020 年 7月から 9月にかけて感染が拡大したが、その後

感染は落ち着きを見せている。（1）（下図 オーストラリア政府保健省 HPより）。 

 

 
 

 オーストラリアではコロナウイルスの診断に核酸検査を用いるのが標準的で、抗原検査や抗体検査は

補助的に用いる程度となっている（2, 3）。検疫で抗原検査はしていない。また、海港においても空港

と同様に隔離措置がとられている（4, 5）。 
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カナダにおける抗原検査、抗体検査について 

 
 カナダでは 2020年 4月から 5月にかけて感染が拡大し、その後一旦落ち着きを見せていたが、2020

年 10月から再び感染が拡大した。（1）（下図 カナダ公衆衛生庁 HPより）。 

 

 
 

 カナダではコロナウイルスの診断に核酸検査を用いるのが標準的となっている（2, 3）。陸路、空路

ともに検疫で抗原検査はしていない（4）。 

今後は抗原検査も含め検査方法を拡大していく方針（5）。マニトバ州で行われたコロナウイルスの検

査拡大を目的とした試験で抗原検査が用いられた（6）。 

また、市中の感染状況を調査するために抗体検査が用いられた（7）。 

 

リファレンス 
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スイスにおける抗原検査の利用について 

 
 スイスでは 2020年 3月から 4月に感染拡大の第 1波、2020年 10月から 2021 年 1月に第 2波が見ら

れた。2021 年 4月 22 日の時点で累計およそ 64万件、一日当たり 2千件程度の感染が報告されている。

（1）（下図 スイス連邦内務省保健庁 HP より）。 

 

 
 

 スイスでは感染拡大の第 2波が発生したことを受けて 2020 年 11月 2日から抗原検査を取り入れてい

る。陽性率は PCR検査の方が抗原検査よりもやや高い。（2）2021 年 4月 8日からの 2週間では PCR検査

がおよそ 26万件、抗原検査がおよそ 11万件報告されており、陽性率は PCR検査が 9.6％、抗原検査が

5.8％となっている。（3） 

連邦政府は 2021 年 3月 15 日から検査センターや病院等の指定の施設における抗原検査の費用を全額

負担している。PCR検査に関しては、症状がある、感染者との接触があった、医師や当局から検査する

よう指示を受けた等の条件を満たせば政府が費用を負担することになっている。また、無症状の人が抗

原検査で陽性となった場合は PCR 検査による確認をとるよう指示している。（4） 

スイスでは直近 14日間の人口 10 万人当たりの新規感染者数がスイスのそれと比べて 60人以上多い

国や地域、変異種が確認されている国や地域をリスクエリアとしている。データが不十分かつ感染リス

クが高いと考えられる場合、直近 4週間で特定の国や地域からの渡航者に感染者が繰り返し見られる場

合にもリスクエリアとみなされる。（5）検疫では直近 10日間の内にリスクエリアに滞在していた場合

は事前の PCR検査と隔離、リスクエリアに滞在していなくても空路による入国の場合は事前の PCR検査

が義務付けられている。直近 3ヶ月の間にコロナウイルスに感染していた場合はこれらの義務は免除さ

れるが、ワクチンの接種では免除されない。（6）リスクエリアへの滞在がなく、かつ陸路または水路で

入国する場合には検査や隔離の義務はない。また、空路で入国する場合には飛行機搭乗前に抗原検査も

しくは PCR検査による陰性証明の提示が義務付けられている。抗原検査による陰性証明をもって入国し

た場合には、スイス入国後直ちに検査を受ける必要がある。（7） 
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スウェーデンにおける抗原検査の利用について 

 
 スウェーデンでは 2020年 10月頃から感染者が増え始め、2020年 12月には 1週間当たり 4万人を超

える新規感染者が確認された。新規感染者の数は 2021年 2月にいったん下がったが、その後再び増加

している。2021 年 5月 9日の時点で累計およそ 100万件、1週間当たり 3万 5千件程度の感染が報告さ

れている。（1）（下図 スウェーデン公衆衛生局 HPより）。 

 

 
 

 スウェーデンでは主に PCR検査が行われており、抗原検査の数は比較的少ない。（2, 3）また、地域

によって行われている抗原検査の数に差があり、スコーネやダーラナでは比較的多く行われているが、

一方で全く行われていない地域もいくつかある。ストックホルムではそれなりに行われている。（3） 

検疫での対応はスウェーデン国民とそれ以外で異なる。外国籍の渡航者に対してはスウェーデン入国

前 48時間以内の PCR 検査または抗原検査による事前検査が義務付けられているが、スウェーデン国民

に対しては事前検査の義務はない。（4）ワクチンの接種や抗体の保持によって検査義務が免除されるこ

とはない。また、外国籍の人の EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイスを除く国からの入国は

原則禁止となっているが、スウェーデン国民や EEAを含む特定の国の住民は入国制限の対象外となる。

（5）入国後は検査や自己隔離を推奨している。（6） 
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スペインにおける抗原検査の利用について 

 
 スペインでは 2020 年 3月から 4月に感染拡大の第 1波、2020年 8月から 11月に第 2波、そして

2021年 1月に第 3波が見られた。2021年 4月 12日の時点で累計およそ 337万件、一週間当たり 5万件

程度の感染が報告されている。（1）（下図 スペイン保健省 HPより）。 

 

 
 

 抗原検査をどの程度取り入れているかは自治体によって差がある。多くの自治体では PCR検査が抗原

検査の倍程度行われているが、マドリードでは抗原検査の数の方が多くなっている。（1） 

 2020 年 11月にマドリードは政府に対し薬局で抗原検査を行えるように要求し、認められた。（2）こ

れを受けて、2021年 2月 1日から薬局での抗原検査を開始している。抗原検査をする際には症状のある

人や濃厚接触者などリスクの高い人に限ることとしている。（3） 

 スペインではリスク地域を基本的に欧州連合の定める基準に従って定めている。（4）検疫では、リス

ク地域から空路又は海路で入国する渡航者に対し事前に PCR検査を受けて陰性証明を取得し入国時に提

出することを義務付けている。陸路での入国に対しては義務付けていない。また、ワクチンの接種によ

って事前検査の義務が免除されることはない。感染から回復して PCR検査が陽性となってしまう場合に

は、回復したことを示す書類を PCR検査の結果と合わせて提出することとしている。（5） 

 

リファレンス 
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台湾における抗原検査、抗体検査について 

 
 台湾では 2020 年 3月に海外からの渡航者を中心に新型コロナウイルスの感染が見られたが、その後

確認された新規感染者の数は急速に減少している（1）（下図 台湾衛生福利部疾病管制署 HPより）。 

 

 
 

 台湾ではコロナウイルスの診断に核酸検査を用いるのが標準となっている（2）。空港検疫では抗原検

査をしていない。 

また、必要に応じて PCR検査と並行して抗体検査を行っている（3, 4）。 

 

リファレンス 
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2. https://www.cdc.gov.tw/En/Category/Page/0vq8rsAob_9HCi5GQ5jH1Q 
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https://sites.google.com/cdc.gov.tw/2019-ncov/taiwan
https://www.cdc.gov.tw/En/Category/Page/0vq8rsAob_9HCi5GQ5jH1Q
https://focustaiwan.tw/society/202102170015
https://focustaiwan.tw/society/202103070004


台湾における新型コロナウイルス感染者数とその内訳
台湾衛生福利部疾病管制署HP ２０２１年３月１０日

297



台湾における新型コロナウイルスへの対応方針
台湾衛生福利部疾病管制署HP ２０２０年７月９日

298



台湾における新型コロナウイルスへの対応方針
台湾衛生福利部疾病管制署HP ２０２０年７月９日

299

299



台湾における新型コロナウイルスへの対応方針
台湾衛生福利部疾病管制署HP ２０２０年７月９日

300



台湾における新型コロナウイルスへの対応方針
台湾衛生福利部疾病管制署HP ２０２０年７月９日

301



台湾における新型コロナウイルスへの対応方針
台湾衛生福利部疾病管制署HP ２０２０年７月９日

302



台湾での抗体検査の具体例１
Focus Taiwan HP ２０２１年２月１７日

303



台湾での抗体検査の具体例１
Focus Taiwan HP ２０２１年２月１７日

304



台湾での抗体検査の具体例２
Focus Taiwan HP ２０２１年３月７日

305



台湾での抗体検査の具体例２
Focus Taiwan HP ２０２１年３月７日
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世界保健機関の抗原検査および検疫に対する方針について 

 
 新型コロナウイルスの新規感染者数は 2020 年 4月頃から徐々に増え、2021年 1月には 1週間当たり

500 万件に達した。2021年 4月 7日の時点で累計およそ 1億 3200 万件、一週間当たり 400万件程度の

感染が報告されている。（1）（下図 世界保健機関 HPより）。 

 

 
 

 感染の拡大に伴い、世界保健機関は検査の充実を目的とした抗原検査の利用を呼びかけた。（2）抗原

検査での陽性判定に加え、新型コロナウイルス特有の症状や感染者との接触等の状況証拠がある場合に

は感染が確認されたと認められる。（3） 

抗原検査の精度は PCR 検査に劣るため、罹患率等の条件を考慮して適切なケースで利用することや可

能ならば PCR検査で確認をとることを推奨している。（4）特に、空港や国境での検疫には推奨しないと

している。 

検疫において、ワクチン接種や過去の感染によって検疫を免除すべきかどうかという議論があるが、

世界保健機関はワクチンや抗体の有効性に関するデータや研究が不十分であることやワクチンの供給に

は限界があることから特に免除すべきではないとの考えを示している。（5, 6, 7） 

 

リファレンス 

1. https://covid19.who.int/ 

2. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02 

3. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-

2020.2 

4. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-

Antigen_Detection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

5. https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-

regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers 

6. https://www.who.int/news-room/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-travel-advice-

for-the-general-public 

7. https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-

of-covid-19 

https://covid19.who.int/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Surveillance_Case_Definition-2020.2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/334253/WHO-2019-nCoV-Antigen_Detection-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-of-covid-19-vaccination-for-international-travellers
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/immunity-passports-in-the-context-of-covid-19
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地域別の感染者数
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新型コロナウイルスの検査方法について
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世界保健機関における新型コロナウイルスの感染確認の基準
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抗原検査を利用する際の注意点について１
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抗原検査を利用する際の注意点について２
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抗原検査を利用すべきでないケースについて
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ワクチン接種済みの渡航者に対する検疫について
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抗体を持つ渡航者に対する検疫について
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欧州連合における抗原検査の利用について 

 
 欧州では 2020 年 3月から 4月に一度感染が確認された後、2020 年 10月頃から感染が急速に拡大し

た。2021年 4月日の時点で累計およそ 2640万件、一週間当たり 120万件程度の感染が報告されてい

る。（1）（下図 欧州疾病予防管理センターHPより）。 

 

 
 

 感染の拡大に伴い、欧州疾病予防管理センターは検査の充実のために抗原検査をより取り入れるよう

呼びかけた。（2）罹患率が高いケースに関しては基本的に抗原検査のみで感染の確認となるよう定義が

変更された。（3）一方で罹患率が低いケースでは抗原検査で陽性となった場合でも PCR検査による確認

が推奨されている。 

 抗原検査をどの程度利用しているかは国によって異なる。オーストリア、ブルガリア、チェコ、スロ

バキアは比較的抗原検査を利用している。（4, 5, 6, 7）スウェーデンとフランスは PCR検査の割合が

高くなっている。（8, 9, 10）デンマークやスロベニアは PCR検査と同程度の数の抗原検査を行ってい

るが、PCR検査による確認を行っている。（11, 12） 

欧州連合では過去 14 日間の感染者数と過去 7日間の陽性率によって各地域のリスクを量る基準を定

めており、リスクの高い地域からの渡航者に対しては隔離や検査を行う事を推奨している。（13）しか

し、2021年 4月 1日の時点ではリスクの低いグリーンに相当する地域はごく一部に限られている。

（14）また、どの地域をリスクエリアとするか、どんな対応をするかについては各国が独自に基準を定

めており、必ずしも欧州連合の基準には従っていない。（15-37）例えば、ドイツでは変異株のリスクが

高いエリアを特別なリスクエリアとして定めている。 

欧州疾病予防管理センターでは過去 180日以内にコロナウイルスに感染した人に対し、検疫での検査

や隔離の条件を緩めることを検討するのは合理的との考えを示している。（38）ワクチンを接種した人

に関しては、変異株に対するデータが十分でないため調査中とのこと。過去に感染した人やワクチンを

接種した人に対して検疫の条件を緩めるかどうかは各国が独自に判断している。クロアチア、チェコ、

デンマーク、フィンランド、アイスランド、ポーランド、スロベニアは過去の感染やワクチン接種によ

って検疫の条件を緩めている。（19, 20, 22, 23, 27, 33, 34） 

 

リファレンス 

1. https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea 

2. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-

tests-for-COVID-19_0.pdf 

3. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition 

4. https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Neuartiges-Coronavirus-

(2019-nCov).html 

5. https://coronavirus.bg/bg/statistika 

6. https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 

7. https://korona.gov.sk/en/ 

https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Options-use-of-rapid-antigen-tests-for-COVID-19_0.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/case-definition
https://coronavirus.bg/bg/statistika
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19
https://korona.gov.sk/en/
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8. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/antalet-testade-for-covid-19/ 

9. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-

utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/antalet-utforda-antigentest-for-covid-19/ 

10. https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bretagne/documents/bulletin-
regional/2021/surveillance-sanitaire-en-bretagne.-point-au-31-mars-2021 

11. https://www.sst.dk/en/english/corona-eng/status-of-the-epidemic/covid-19-updates-
statistics-and-charts 

12. https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/ 
13. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-

coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en 

14. https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-
restriction-free-movement 

15. https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-
regulations 

16. https://www.info-coronavirus.be/en/travels/ 
17. https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/ 
18. https://coronavirus.bg/bg/az-sum/zavrashtam-se-bulgaria 
19. https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 
20. https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx 
21. https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-

requirements-upon-entry 

22. https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/legal-
requirements-upon-entry/faq-new-mandatory-testing-and-isolation-requirements 

23. https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-
covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic 

24. https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus 
25. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Archiv_Risikoge

biete/Risikogebiete_aktuell_en.pdf?__blob=publicationFile 

26. https://travel.gov.gr/#/ 
27. https://www.covid.is/categories/travel-to-and-within-iceland 
28. https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-

pandemic/ 

29. http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.j
sp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

30. https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-
abroad/eu-list-of-safe-countries 

31. https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-
abroad/checklist 

32. https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/travel-to-norway/id2791503/ 
33. https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel 
34. https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/ 
35. https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/docum

entos/AnnexIIriskcountriesandareas_between29032021-and-11042021.pdf 

36. https://www.spth.gob.es/info-pcr 
37. https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-

disease-control/covid-19/if-you-are-planning-to-travel/ 

38. https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-COVID-19-
quarantine-and-testing-for%20travellers.pdf 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/antalet-testade-for-covid-19/
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/statistik-och-analyser/antalet-utforda-antigentest-for-covid-19/
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bretagne/documents/bulletin-regional/2021/surveillance-sanitaire-en-bretagne.-point-au-31-mars-2021
https://www.santepubliquefrance.fr/regions/bretagne/documents/bulletin-regional/2021/surveillance-sanitaire-en-bretagne.-point-au-31-mars-2021
https://www.sst.dk/en/english/corona-eng/status-of-the-epidemic/covid-19-updates-statistics-and-charts
https://www.sst.dk/en/english/corona-eng/status-of-the-epidemic/covid-19-updates-statistics-and-charts
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https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/common-approach-travel-measures-eu_en
https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-regulations
https://www.austria.info/en/service-and-facts/coronavirus-information/entry-regulations
https://www.info-coronavirus.be/en/travels/
https://www.info-coronavirus.be/en/colour-codes-by-country/
https://coronavirus.bg/bg/az-sum/zavrashtam-se-bulgaria
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https://thl.fi/en/web/infectious-diseases-and-vaccinations/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates/travel-and-the-coronavirus-pandemic
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https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.gov.ie/en/publication/b4020-travelling-to-ireland-during-the-covid-19-pandemic/
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http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5412&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
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欧州での抗原検査の利用について
欧州疾病予防管理センター HP ２０２０年１１月１９日

323



欧州での抗原検査の利用について
欧州疾病予防管理センター HP ２０２０年１１月１９日

324



欧州における新型コロナウイルスの感染確認の基準について
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オーストリアにおける新型コロナウイルスの検査について
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ブルガリアにおける新型コロナウイルスの検査について
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チェコにおける新型コロナウイルスの検査について
チェコ保健省HP ２０２１年４月６日

328



スロバキアに新型コロナウイルスの検査について
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スウェーデンにおける新型コロナウイルスの検査について
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ブルターニュ地方における新型コロナウイルスの検査について
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スロベニアにおける新型コロナウイルスの検査について
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欧州連合の定めるリスクエリアと渡航者への対応について
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オーストリアにおける検疫について
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クロアチアにおける検疫について
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デンマーク政府HP

344



フィンランドにおける検疫とリスクエリアについて
フィンランド保健福祉研究所HP ２０２１年４月６日

345



ドイツにおける検疫について
ドイツ外務省HP ２０２１年４月１日

346



ドイツにおけるリスクエリアについて
ロベルトコッホ研究所HP ２０２１年４月４日

347



ドイツにおけるリスクエリアについて
ロベルトコッホ研究所HP ２０２１年４月４日

348



ドイツにおけるリスクエリアについて
ロベルトコッホ研究所HP ２０２１年４月４日

349



ドイツにおけるリスクエリアについて
ロベルトコッホ研究所HP ２０２１年４月４日

350



ドイツにおけるリスクエリアについて
ロベルトコッホ研究所HP ２０２１年４月４日

351



ドイツにおけるリスクエリアについて
ロベルトコッホ研究所HP ２０２１年４月４日

352



ドイツにおけるリスクエリアについて
ロベルトコッホ研究所HP ２０２１年４月４日

353



ギリシャにおける検疫について
ギリシャ政府HP ２０２１年３月２３日

354



アイスランドにおける検疫について
アイスランド政府HP ２０２１年４月６日

355



アイルランドにおける検疫について
アイルランド政府HP ２０２１年４月２日

356



イタリアにおける検疫とリスクエリアについて
イタリア保健衛生省HP ２０２１年４月２日

357



イタリアにおける検疫とリスクエリアについて
イタリア保健衛生省HP ２０２１年４月２日

358



イタリアにおける検疫とリスクエリアについて
イタリア保健衛生省HP ２０２１年４月２日

359



イタリアにおける検疫とリスクエリアについて
イタリア保健衛生省HP ２０２１年４月２日

360



オランダにおけるリスクエリアについて
オランダ政府HP

361



オランダにおける検疫について
オランダ政府HP

362



ノルウェーにおける検疫について
ノルウェー政府HP ２０２１年３月３１日

363



ポーランドにおける検疫について
ポーランド政府HP

364



スロベニアにおけるリスクエリアについて
スロベニア政府HP ２０２１年３月２９日

365



スロベニアにおけるリスクエリアについて
スロベニア政府HP ２０２１年３月２９日

366



スロベニアにおけるリスクエリアについて
スロベニア政府HP ２０２１年３月２９日

367



スロベニアにおけるリスクエリアについて
スロベニア政府HP ２０２１年３月２９日

368



スロベニア政府HP ２０２１年３月２９日

スロベニアにおける検疫について

369



スペインにおけるリスクエリアについて
スペイン保健省HP ２０２１年３月２９日

370



スペインにおけるリスクエリアについて
スペイン保健省HP ２０２１年３月２９日

371



スペインにおける検疫について
Spain travel health HP

372



スウェーデンにおける検疫について
スウェーデン公衆衛生局HP ２０２１年３月５日

373



検疫における過去の感染とワクチン接種に対する対応について
欧州疾病予防管理センターHP ２０２１年３月１２日

374
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